
第4章産業施設の被害調査

4.1 調査の目的と収集資料

(1)調査の目的

， 阪神・淡路大震災では神戸を中心とする阪神地方が甚大な被害を受け、都市の動脈で

ある高速道路、橋脚、鉄道などの社会資本施設が壊滅的な被害を受けた。産業施設にお

いても例外ではなく、その被害は強い地震動による施設の倒壊や破損、地盤の液状化に

よる施設基礎の損傷など多方面にわたり、生産活動が停止するなど、産業施設における

，被害も過去に例をみない規模であった。

そこで、阪神・淡路大震災における主要産業の被害状況を把握することを目的として、

各種新聞、書籍、専門雑誌、報告書などの公表された資料に基づく被害調査を実施した。

本調査は被害状況を把握するレベルの違いにより「主要産業の被害の概要調査」と「各

産業における施設・設備の被害調査」の2通りとし、以下に示す方法により調査した6

①主要産業の被害の概要調査

主要産業の被害状況の概要や被害総額を把握することを目的として、各種新聞

・・情報および市販の書籍等によりできる限り広範に被害概要を調査した。

• ②各産業における施設 ・設備の被害調査

各産業における被害の状況を詳細に調査することを目的として、各業界の専門

＇ 雑誌や各社の被害報告書を中心に個々の施設や設備の被害状況を調査した。

(2)収集資料 ．

.「主要産業の被害の概要調査」については、主要な産業における被害の概要や被害総

額を広範に調査するため、各種新聞情報および市販の書籍を中心として被害調査を実施

した。用いた資料（各種新聞は除く）の一覧を表4.1-1に示す。

「各産業における施設・設備の被害調査」については、各産業における個々の施設や

設備の被害状況を詳細に調査するため、各業界の専門的な記事が掲載されている専門雑

誌を中心とした文献調査により被害調査を行った。具体的には、・「95年版:.雑誌新聞総

かたろぐ（メディア ・リサーチ ・センター株式会社刊）」に掲載されている各業界の専

門雑誌の中から約印誌を抽出し、阪神 ・淡路大震災の関連記事の掲載の有無を確認した。

そして、記事を掲載している雑誌34誌、 91の震災関連記事をもとに産業施設 ・設備の被

害調査を実施した。

また、両）エンジニアリング振興協会の地震情報検討委員会において収集した報告書
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の中から、産業施設の被害に関連する 7報告書についても調査の参考とした。用いた資

料を表4.1-2～表4.1-4に示す。

表4.1-1 主要産業の被害の概要調査に用いた資料

No. 題 名 著者 出版社

1 ケーススタディ 大震災の企業防衛
朝日新聞大阪本社

朝日新聞社
経済部編

2 阪神大震災 その時企業は 日本経済新聞社編 日本経済新聞社

大痕災を生き抜く
時事通信社編集局編 時事通信社3 I 

「阪神」が教える危機管理

危機管理の決算書 日刊工業新聞
日刊工業新聞社4 

阪神大震災ー企業の教訓一 特別取材班編

5 経営者たちの大震災 稲森和夫 盛和塾

6 阪神大痕災1995.1.17
メディア ・インター

ダイヤモンド社
フェイス編
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表4.1-2 施設 ・設備の被害調査に用いた資料（その 1)ー・ ---- --~ -ー ・ー・・ ~----—●響~ . ---.. . --

No. 題 名 著 者 雑誌名 Vol. &No. 発行年月 ページ

）緊急アンケート 阪神大裟災 そのとき保全部は？ 編集部 プラントエンジ一ァ Vol.27 No.3 1平成7年3月 8-16 

2兵庫県南部地緩とプラント構造物の耐笈性 河田叡治（千代田化工建設） 配管と装憐 Vol.35 No.9 1平成7年9月 9-14 

3阪神・淡路大媛災における機械系構造物の被害について 鈴木浩平（東京都立大学） ボイラ研究 No.272 1平成7年8月 12 -17 

4阪神・淡路大策災ボイラー被害調査報告 三井達夫（＝井造船） ボイラ研究 No.272 平成7年8月 18-27 

5阪神・淡路大浪災にみる事業場の地緩対策のポイント 編集部 安全 Vol.46 No.9 平成7年4月 11-15 

6阪神大俎i8と石油 編渠部 石油文化 Vol.43 No.2 庫岱7年2月 4-7 

7阪神・淡路大震災の教訓 悩まる給油所の社会的使命 編集部 石油文化 Vol.43 No.7 平成7年7月 16-19 

8阪神 ・淡路大綬災の時のガソリンスタンドの対応 編集部 石油文化 Vol.43 No.9 平成7年9月 30-31 

9被災企業からの報告一災害から学ぶ安全対策一 紺隼部 工場管理 Vol.41 No.7 平成 7年6月 59-63 

10危険物の被害状況について 消防庁危険物規制課 KHKだより 特集号 平成7年6月 11 -13 

11屋外タンク貯蔵所の被害状況 現地調査結果について 消防庁危険物規制課／危険物保安技術協会 KHKだより 結隼号 平岱7年6月 13-24 

12石油コンピナートの特定項業所における特定防災施設等の被害状況 消防庁特殊災害室 KHKだより 特集号 平成7年6月 25 -29 

13 兵庫県南部地緩に伴うLPガス貯蔵設備ガス揺洩調査について 通産省環境立地局保安課 KHKだより 特集号 平~7年 6 月 30-34 

14 神戸市における危険物施設等の被害状況 神戸市消防局 KHKだより 特集号 平成7年6月 37-66 

15 尼崎市における危険物施設の被害状況 尼崎市消防局 KHKだより 特集号 平成7年6月 67-70 

16 堺 ・泉北臨界コンピナーート地区の地組の影響について 堺市高石市消防組合消防本部予防部 KHKだより 特集号・ 平成7年6月 71 -76 

17 阪神・淡路大籐災における神戸港の被害状況と今後の復興について 山縣延文（運輸省港湾局） 物流情報 Vol.42No.5 ・ 平成7年5月 4-7 

18 阪神・淡路大震災を乗り越えて 米本亮一 （日本廿物鉄道） 物流梢報 Yol.42No.5 平成7年5月 8-12 

19 阪神大震災におけるトラック輸送と日通の対応 日本通運広報部 物流梢報 Vol.42 No.5 平成7年5月 14-18 

20 阪神大祖災におけるAS/RSの状況と対策案 矢倉周＝ （住友重機械工業） 物流情報 Vol.42 No.5 平成7年5月 19-22 

21 阪神大震災に関する石化協物流委の対応 石油化学工業協会物流委員会企画小委員会 化学経済 Vol.42No.5 平fit7年4月 37 

22 阪神大震災の被害からみた立体自動店庫の耐箆性～大成建設の調査より～ 舘康太郎（大成建設） 無人化技術 平成7年5月 24-26 

23 阪神大笈災における立体自動倉庫の被害調査と今後の対策～（掬キトーの報告より～ 編集部 無人化技術 平成7年5月 27 -29 

24 阪神大震災にみる物流の働き一新聞報道を追って一 編集部 LOGISTICS SYSTEMS Vol.4 No.3 平成 7年5月 6-10 

25 阪神大震災企業調査結果 ＜概要＞ 編集部 LOGISTICS SYSTEMS Vol.4No.3 平成7年5月 11-12 

26 500社の阪神大震災 復旧早めた部長の選択 編集部 日経ロジスティクス No.48 平成7年3月 12-35 

27 阪神・淡路大震災による研究室の被害状況と今後の対策 奥村城次郎（兵庫県立工業技術センター） 日本接着学会誌 Vol.31 No.8 平i;1,7年8月 343 -344 

28 激震地神戸からの報告一神戸大学化学系教室での項例一 瀬恒潤一郎（神戸大学） 化学と工業 Vol.48No.6 平成7年6月 699-700 

29 阪神大震災ー現場からの報告ー住友化学工業（株）農業化学品研究所一 鴨下克＝ （住友化学工業） 化学と工業 Vol.48No.6 平成7年6月 701-703 

30 激震に見舞われた化学教室一神戸市 ・甲南大学一 佐々木宗夫（甲南大学） 化学と工業 Vol.48No.6 平成7年6月 704-705 

31 研究所の被害状況と防止対策一鐘淵化学工業（株）一 富田春生 （鐘渕化学工業） 化学と工業 Vol.48No.6 平~7年 6 月 706-707 

32 化学実験室における地震対策の有効性と限界一阪神大震災から何を学べるか 大阪大学理学部一海崎純男（大阪大学） 化学と工業 VoL48No.6 平成7年6月 708-709 

33 1兵庫県南部地震における照明設備の被害状況 灰谷義行（大林組） 照明学会誌 Vol.79 No.9 平成7年9月 542-544 
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表4.1-3 施設・設備の被害調査に用いた資料（その2)・・--- --響•---9 -,雫---—呵•▼ •一 •--. . -.雫

No. 題 名 署 者 雑誌名 Vol. &No. 発行年月 ベージ

34阪神大煤災に寄せて 辻忠男（ダイキン工業） 冷凍 Vol.70 No.808 I 平~7年 2 月 108 -109 

35 「大地骸対応の通信ネットワーク体制に関する検討会」の報告書について 郎政省俎気通信システム課 宙気通信 Vol.58 No.584 平成7年8月 31-35 

36阪神・淡路大盆災における電気通信設備サーピスの被害と今後の課遁 高島秀行 (NIT) 濯気通信 Vol.58 No.584 平成 7年8月 36 • 45 

37電力設備の被災と復旧 佐野は章（関西電力） 棺気通信 Vol.58 No.584 1平成 7年8月 46-53 

38阪神・淡路大後災における鼈カライフラインの復旧について 臼田修（関西俎力） 電気学会誌 Vol.115No.9 平成7年9月 578-581 

39 座談会「大災害時のライフライン確保」 編集部 電気学会誌 Vol.115No.ll 平成7年 11月 721 -725 

40 写真資料 「阪神大緩災被害状況ー電気設備を中心に一J 編集部 電設工業 Vol.41 No.4 1平成7年4月 1 -10 

41 建築設備の被災パターンと課題 瀬尾理（大阪市住吉消防署） 俎気と工事 Vol.36 No.8 I平成7年7月 32-37 

42 配電設備の被害と復旧活動 多山洋文（関西鼈力） 電気と工事 Vol.36 No.8 湿岱7年7月 38-44 

43 祖気設備の被害と今後の課題 城川渉（梓設計） 淫気と工事 Vol.36 No.8 i平成7年 7月 45 -49 

44 阪神大震災 電気設備の被害概況 編集部 雷気と工事 Vol.36 No.8 平成7年 7月 50-51 

45 雷気管理技術者の役目と対応 関西電気保安協会 宙気と工事 Vol.36 No.8 平成7年 7月 52-58 

46 阪神大澁災における自家用電気設備の被害状況と今後の対策 薮本義雄（関西電気保安協会） 生産と電気 Vol.47 No.6 平成 7年6月 45-50 

47 阪神大展災における筍気設備の被害状況について 松井美和（近畿通臨産業局） 生産と電気 Vol.47 No.8 平成 7年8月 3-8 

48 阪神大猿災（兵庫県南部地猿） ダイダン 阪神大庭災対策本部 空衛 Vol.49 No.4.5 I平成7年4月 29-36 

49 阪神大震災における建築設備の被害状況 米田千瑳夫（須賀工業） 空衛 Vol.49 No.4.5 I平成7年4月 37-43 

50 設備耐祖設計と今後の対応 木内俊明（国士館大学） 空衛 Vol.49 No.IO' 1平岱7年 10月 3-11 

51 阪神・淡路大猿災における県有施設の建築設備応急被災調査、並びに設計へのフィードバック 兵庫県都市住宅部設備課 空衛 Vol.49No.JO 1平成7年 10月 12-25 

52 地盤のガス設備への影響と復旧過程について 住友宏（大阪ガス） 空衛 Vol.49No.10 1平岱7年 10月 26-33 

53 阪神・淡路大震災における電力復旧 関西電力神戸支店 空衛 Vol.49 No.IO 1平成7年 10月 34-41 

54 阪神大簗災における設備被害調査結果について 内山憲一 （東洋熱工業） 空衛 Vol.49 No.IO 平成7年 10月 42-45 

55 阪神大膝災設価等被害概要 木内俊明（国士館大学） 空気調和・衛生工学 Vol.69 No.7 平成7年7月 549-558 

56 阪神大媛災の設備被害調査と今後の設備対策研究 木内俊明（国士館大学） 建築設備 No.535 I平成 7年 10月 32-39 

57 建築設備の被害調査 高橋紀行（竹中工務店） 建築設備 No.535 渾岱7年10月 40-51 

58 阪神大裟災におけるFRP水槽の被害状況 本問勉（プリヂストン） 建築設備 No.535 平成7年 10月 52-55 

59 阪神大厖災における電気設価の被害状況 岡野均（きんでん） 建築設備 No.536 平成7年 11月 33-38 

60 ＾緩災における空調 ・衛生設備系の被害概況 ダイダン 神戸地区緩災復興チ ム 建築設備 No.536 1平成 7年 11月 39-46 

61 兵庫県南部地猿の昇降機被害調査報告（第一報） 日本エレペータ協会 建築設備 No.536 I平成7年 11月 47-51 

62 激震（震度7)の爪痕 ＿神戸市東灘処理場 編集部 1下水道協会誌 Vol.32 No.382 平成7年3月 巻頭

63 阪神・淡路大簾災における兵庫県の被害状況と復興計画 藤田俊彦（兵庫県土木部） 下水道協会誌 Vol.32 No.391 平成7年 11月 14・19

64 即神・淡路大震災における神戸市束灘処理場の緊急措骰ついて 梅田浩（神戸市下水道局） 下水道協会誌 Vol.32 No.391 1平成7年 1l月 20-25 

65 下水道事業における大都市の支援体制 皿照行（東京都下水道局） 下水道協会誌 Vol.32 No.391 I平成 7年 ll月 34-37 

66 籠気事業における復旧支援活動 関西電力 下水道協会誌 Vol.32 No.391 I平成7年 11月 47-52 
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表4.1-4 施設・設備の被害調査に用いた資料（その3). .. --. 

No. 題 名 著 者 雑誌名 Vol. &No. 発行年月 ページ

67ガス復旧の軌跡 大阪ガス 下水道協会誌 Vol.32 No.391 1平成7年 11月 53-58 

68通信事業における復旧支援体制 武井務 (N'IT) 下水道協会誌 Vol.32 No.391 平成7年 11月 59-64 

69阪神大俎災 その時下水道は 松井消（日本下水道事業団） 月刊下水道 Vol.18 No.3 平成7年3月 56-61 

70 求められる下水道の危磯管理 曽小）II久貸（建設省都市局） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 2-6 

71 最近の地庭による下水道施設の被害状況 田中修司（建設省土木研究所） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 7-11 

72 阪神・淡路大継災による処理場等の被害状況とその対応 佐伯謹吾（日本水道事業団） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 12-16 

73 未曾有の大地震に遭遇して 一その対応と復旧、復興 藤田俊彦（兵庫県土木部） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 17 -21 

74 未曾有の大地康に遭遇して 一「何もかもはじめてのことlに神戸市下水道局はどう対応したカ 池谷幹夫（神戸市下水道局） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 22 -27 

75 自治体の枠組みを越えて 一神戸市への大都市支援とその教訓一 前田正博（東京都下水道局） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 40-46 

76 「阪神 ・淡路大絹Jj)Iにおける本市の下水道施設の被害状況と応急復旧について 福田守（大阪市下水道局） 月刊下水道 Vol.18 No.8 臨時増刊号 68-72 

77 阪神・淡路大簗災の被害及び復l日取組み状況 武井務 (NTI) 而技術ジャーナル Vol.7No.6 平成7年6月 58-63 

78 リアルな体験通じ「新生阪急」 鉄道復旧だけで440／税円にも 阪急鐙鉄 月刊総合交通 Vol.22No.9 平成7年9月 27-28 

79 神戸～芦屋間で被害甚大 被災車両多く“完全復旧＂は来春 阪神電気鉄道 月刊総合交通 Vol.22No.9 平成7年9月 29-30 

80 阪神 ・淡路大康災の復旧から復腿ヘ 竹元忠嗣（兵廊県阪神 ・淡路大厖災復興本部） 鉄鋼界 Vol.45 No.10 平成7年 l0月 2-14 

81 土木構造物の被害ー道路橋を中心に一 藤野陽＝ （東京大学） 鉄鋼界 Vol.45 No.IO 平成7年 10月 15 -22 

82 鉄骨構造物被害の様相と今後の課題 中品正愛（京都大学） 鉄鋼界 Vol.45 No.10 平成7年10月 23-28 

83 免綾・制庭技術への期待 河村壮一（大成建設） 鉄鋼界 Vol.45 No.lo" 平成7年10月 29-36 

84 問題点を全て露呈させた今回の厖災 青木陪文（横浜国立大学） 鉄構技術 Vol.8No.82 平枯7年4月 24-25 

85 バネルディスカッション「妬神＊展災にみる鉄骨建築の諸問題l 高梨晃＝ （東京大学）司会 鉄構技術 Vol.8 No.88 平成7年 10月 31 -46 

86 建築鉄骨の破断例と改善策（上） 丸岡義臣（竹中工務店） 鉄構技術 Vol.8No.88 平岱7年 10月 47 -53 

87 1建築鉄骨の破断例と改善策（下） 丸岡義臣（竹中工務店） 鉄構技術 Vol.8No.89 平成7年 11月 47-51 

88 阪神大俎災における高架橋の損係状況 加藤正実（石川島播磨重工業） 石川島播磨技報 橋梁特集号 平成7年4月 9-21 

89 兵庫県南部地綾による道路施設の被害概要 家村浩和（京都大学） 安全工学 Vol.34No.3 平成7年 3月 176 -184 

90 「阪神 ・淡路大袋災の被害状況と今後の地渡対策」 大阪国税局鑑定官室 日本醸造協会誌 平成7年6月

91 阪神大震災であらわになった材料・技術のチェックポイント 橋本尚（技術コンサルタント） 工業材料 Vol.43 No.4 平li1i7年4月 57-62 

92 兵庫県南部地媛に伴うLPガス貯蔵設備 ガス漏洩調査中問報告書 裔圧ガス保安協会 平成7年6月

93 兵庫県南部地展に伴うLPガス貯蔵設備 ガス漏洩調査最終報告苫 高圧ガス保安協会 平成7年 5月

94 平成7年兵庫県南部地猿被害調査報告書（第一法） 鹿島 平~7年 3 月

95 「阪神大媛災 （兵庫県南部地震）」調査報告苔 ー第3報一 竹中工務店 平成7年3月

96 阪神大綾災による空調設備の被災状況について 高砂熱学工業株式会社 平祁7年4月

97 阪神大歴災に学ぶ コンビュータ安全対策マーュアル地震対策編 NECフィールドサービス 平成7年6月

98 阪神廿淡路大震災復旧記録 関西電力 平成7年6月
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4.2 主要産業の被害概要

(1)主要産業

今回の阪神・淡路大震災により被害を受けた兵庫県の南部地区は、阪神工業地帯の一

画をなし、ケミカルシューズ、酒造、ゴム等の地場産業のほか、鉄鋼、造船、機械、ア

パレル、食品等、わが国を代表する様々な有力産業が立地している。物流面においても、

わが国最大のコンテナ施設を持つ神戸港があり、また、大阪以東と中四国・九州を結ぶ

大動脈でもあり、きわめて重要な位置にある。

このように当該地区は、様々な特徴を持つわが国有数の商 ・工業の一大集積地域であ

るが、今回の未曾有の震災により、これらのいずれもが多大な被害を被った。特に、電

カ、ガス、通信、鉄道などの公益事業の被害が甚大であったが、 一般企業も例外ではな

く、鉄鋼、造船、流通等が操業あるいは営業停止等に追い込まれ、その下請け企業も含

め大きな影響を受けた。

＠漱鋼

被害を受けた阪神間の臨界工業地帯に立地している鉄鋼メーカー3社 5工場＊）は、

「高炉をはじめ、諸設備は壊滅的被害。工場敷地内にも亀裂多数発生」 （神戸製鋼所神

戸製鉄所 ［神戸市］）、 「建物被害は軽微であるが、生産設備は相当な被害、岸壁も崩

壊」 （川崎製鉄神戸工場［神戸市］、西宮工場［西宮市］）など、直接的に大きな被害

を被った。中でも、被害の大きかった神戸製鋼所神戸製鉄所では当初「完全復旧には半

年はかかる」見通しであったが、 2月24日に棒鋼工場の線材ラインの圧延を再開、 4 

月2日には高炉に再火入れという当初の予定よりかなり早い復旧であった。このかなり

早い復旧ペースにより、 当初1,300{意円に達すると見ていた被害総額は1,100{意円まで圧

縮された。また、復旧前の自動車向け特殊鋼線材・棒鋼の生産については新日本製鉄や

住友金属工業に応援生産（肩代わり生産）を依頼し、安定供給を確保したため、家電 ・

造船メーカー等への影響も最小限に止められた。

*) 3社5工場：神戸製鋼所 神戸製鉄所［神戸市］、加古川製鉄所［加古川市］

②化学

川崎製鉄

日新製鋼

神戸工場［神戸市］、西宮工場［西宮市］

尼崎製造所［尼崎市］

神戸、明石地区等にある各社の工場で生産設備の損壊等の被害が発生した。住友ゴム

工業では神戸工場［神戸市］の建屋が半壊したものの生産設備は壊れなかったため、生

産設備を他工場へ移転し（二輪車用タイヤは名古屋工場［愛知県豊田市］へ、ゴルフボー
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ルは白河工場［福島県白河市］へ各々移転）、神戸工場は閉鎖し、事業所に縮小するこ

とを決定した。しかしながら、その他の企業については、 一旦は操業停止等に追い込ま

れたところもあったものの、その後は順次復旧し、各社とも 1週間～ 1ヶ月程度の操業

停止の後、操業を再開した。

③繊維、アパレル

直接的被害としては神戸市内にある17のニット製造業者が壊滅的な状況に陥った。

アパレル関連では、神戸地区に本社を置く大手企業（ワールド等）のホストコンピュー

ターが損傷を受け、不良在庫や生産過剰を防いできた出荷管理システムが作動しなかっ

たため、物流面等に間接的な被害を被った。また、街を舞台にしたショーウィンドウ機

能を担っている神戸ファッションマート（六甲アイランド）では部分的に天井が落ちた

り、ガラスが割れたりした以外は無事であったが、六甲ライナーの軌道や阪神高速湾岸

線の橋桁が落ちたため顧客の足が確保できず、機能停止の状態であった。

④機械

機械工業関連の各企業においても、 「ワープロ、パソコン等の情報機器のライ ンは当

面再開の目処が立たない」 （松下電気産業）、 「クレーン倒壊、構内の一部が陥没」

（三菱重工業）、 「埠頭の沈下、建屋の一部が損傷」 （川崎重工業）、 「液状化現象に

より甚大な被害があり、生産設備の一部を伊丹工場に移管」 （新明和工業）など、かな

りの被害が発生した。その後は、順次操業を再開していったものの、工業用水やガスの

供給が停止していたこともあって、操業再開が遅れた工場や生産を他工場へ移管してい

る例も見られた。

また、家電自動車メーカー等では岸壁崩壊により機能が麻痺している神戸港から、

大阪南港、名古屋港、東京港、横浜港へ輸出貨物の船積みを振り分けたところもあった。

(2)地場産業

兵庫県下の被災地における地場産業としては、ケミカルシューズ、清酒製造（灘五郷）、

瓦、線香、真珠等が挙げられる。これらの産業は今回の地震により阪神・淡路地域を中

心に建物・設備・在庫品の損壊・焼失等の被害を被った。業種や規模等により被害の程

度に差はあるものの、元来、中小 ・零細企業が多いことに加え、近年の円高や個人消費

q恥迷、東南アジア等からの輸入品との競合等で厳しい競争状態におかれていただけに、

地場産業全体が受けた打撃は一段と大きかった。

'被害総額については、把握できていない業種も多いため詳細は不明であるが、．主な地
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場産業の被害だけでも 5千億円以上にのぽると見られている。

①ケミカルシューズ

特に大きな打撃を受けたのは国内生産だけで約80％のシェアを占めるケミカルシュー

ズ業界である。長田 ・須磨地区には日本ケミカルシューズ工業組合の加盟企業が192社

あり、これら企業の8割強にあたる158社の社屋や工場等が全半壊 ・焼失し、その被害

総額は3千億円以上と推定されている。また、下請けも含めると約4:5洸tのうち、 8割

以上の工場が全壊 ・全焼した。機械類の被害が少なかった企業では、仮設工場を自社所

有の空き地に建てたり、被害をまぬがれたピルを借りるなどして 1ヶ月程度で操業を開

始した企業もあったが、下請け企業の被災等から稼働率は低く、また、下請け等関連企

業を含めた業界全体としては、大半が操業再開の目処すら立たない状況であった。しか

しながら、神戸市による被災企業立ち直り支援の仮設工場などにより、半年後には7~

8割のメーカーが操業を再開するまでになったが、それでも生産数は震災前の4割程度

であり、 1年後に至っても謡要低迷などのため稼働率が落ち込んだままである。この業

界が特に甚大な被害を被った理由として以下の4点が挙げられている 90

②清酒

• 長田 ・ 須磨地区へ集中立地していた。

・設備の老朽化が進んでおり地痕に対して弱かった。また、従業員の高齢化もひと

つの要因である。

• 原材料のゴムに火災が発生した。

・地域内企業で生産連関を形成していたため、企業の被災の影響が派生しやすい構

造となっていた。

「灘の生一本」で知られ、日本酒の出荷量ベースで全国の約30％のシェアを誇る「灘

五郷」の清酒業界は、西宮市と神戸市東部に約55社の酒蔵が集中している。これらのう

ち、 32社で木造の酒蔵が全壊する等、建物の損壊、機械設備の損傷等で大きな被害を被

り、残り20社でも貯蔵タンクに亀裂が入り醸造中の酒が流出するなどの被害を被った。

特に、江戸時代末期から明治時代に建てられた中小の酒蔵はほとんどが崩壊し、伝統的

な酒づくりにこだわってきた中小の酒造会社の打撃が大きかった。これらの被害総額は

1千億円以上と見られているが、 1年後には約85％の企業が操業再開にこぎつけ、全体

の生産量はおおむね回復した。しかし、酒蔵が全壊して更地のままになっている企業や、

後継者難もあって廃業を決断した酒造会社もある。また、中小の酒造会社数社が販売や

生産の共同化による再建を検討するなど業界再編を促している側面もある。また、蔵人
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等の季節労働者が休業を余儀なくされたが、雇用保険の加入機関が6ヶ月以下のため、

雇用調整助成金の対象外となっていたほか、小売店や問屋の倒壊等による売掛金の回収

不能といった影響もでている。

③線香、粘土瓦

そのほか、震源地となった淡路島の地場産業である線香、粘土瓦も建物・設備 ・在庫

品の損壊等の被害を受けた。全国シェアの31.4％の線香を生産する島内の線香業者136

社（軒）のうち 8社が全壊、 102社が半壊や一部損壊の被害を受けたが、生産量の大半

を占める大手メーカー17社の被害は比較的軽かった。中小業者についても2週間程度で

操業再開にこぎつけた業者が多く、 1ヶ月後には震災前の約9割まで生産量が回復した。

線香事業協同組合による被害総額は11億円以上と見込まれている。

愛知県に次いで全国第2位、全国シェアの15％にのぼる瓦産業は、 22冴tのうち 5社

で工場などが半壊、他にも大手を中心に設備や在庫品が多大な損害を受け、被害総額は

約18億円に達した。しかし、 立ち上がりは早く、操業停止に追い込まれていた企業も 1ヶ

月以内に相次いで生産を再開し、 2ヶ月後には震災前の約9割以上の稼働率に回復した。

④真珠

真珠加工の全国シェア8割を占める真珠業界は比較的被害が軽微であり、日本真珠輸

出組合97社のうち、ビル全半壊は2社であった。しかし、新玉を買い付ける入札買いの

シーズンと重なったため、全国真珠養殖漁業組合連合会が1月中の入札会は全て中止す

ることを決定し、真珠業界は一時的に業界全体が機能停止した。その後、大手では1ヶ

月程度で通常の生産体制に入ったところもあり、販売先（小売店）の損壊や買い控えに

よる販売不振等の影響が懸念されているが、その業績は徐々に回復傾向にある。

⑤播州織、荷役業者等

震災後の阪神間の交通網の寸断や神戸港壊滅による入出荷の停滞、物流コストの上昇

等の影響を受けていた企業も多い。特に多くの地場の企業が神戸港を利用しており、影

響が大きかった。例えば、播州織物産業は原料の40％を神戸港から輸入し、生産品の40

％以上を神戸港から輸出している。地元の中小商社は輸入品の80~100％を神戸港経由

で仕入れ、それを関西中心に販売している。また、神戸港の荷役業者等でも、神戸港岸

壁のほとんどが使用不能のため、廃業 ・解雇 ・減俸と行ったケースも出た。
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(3)各産業の被害概要

各種新聞報道および表4.1-1に示した資料に基づいて調査した各産業における被害の概

要を表4.2-1～表4.2-4に示す。表中、企業名の前に〇印を記されている4社については、

何らかの地震対策を事前に施してあったため被害が軽減されたと考えられる事例である。
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表4.2-1 各産業における被害の概要 （その1)

産業
被 害 状 況

生産 ・販売（被害額）
問題点・課題等

鉄鋼 ・金属

機械

自動車

股備（被害額）

•神戸製鋼所：本社ピル［神戸市］に傾きが発生、本社内に入れない状況． 神戸製

鉄所 ［神戸市］ではガス、 工業用水の供給が停止し．クレーン落下、所内道路の

亀裂、油•水・ガス漏れ片壁の崩燐煙突の倒壊等が発生し、 操業全面停止。

加古川製鉄所［加古lII市］では主要生産設備に大きな被害は発生しなかったが、

岸壁の一部で陥没が生じアンローダーが倒壊。 （設備の被害総額は740低円）

•川崎製鉄：本社ピル ［神戸市］は立入禁止、 コンビュータシステム、 Uif11回線と

もに全面停止。神戸工場［神戸市］ではガス、水道の供給全面停止。建屋、設備、

岸壁にかなりの影響。西宮工場 ［西宮市］ではガス、水道．電力の供給全面停止．

基礎、岸壁等の一部設備に被害。フロア陥没．設備の傾き、クレーンが倒れる等

の被害。 （設備の被害総額約70億円）

・日新製鋼：遠屋の損傷により高周波造管ラインの陥没．

・住友金属工業：和歌山製鉄所［和歌山市］で高炉炉頂部下降管に亀裂が発生、 36

時間の設備休止．

・之主之：（被害総額10~20億円）

•新明和工業 ：甲南工場［神戸市］壁が全て国壊。 敷地の陥没・隆起、関連工具の

固壊 ・散乱。 （甲南工場被害額45億円、被害総額61低円）

• 土：本社ピルが使用不能、神戸工場が破損、 鋳造工場は使用不能。 （被害総

額45億円）

• ノー リッ•本社ピル ［明石市］が半壊、本社工場［明石市］の一部で損傷。 （被

害総額2.5億円）

・新キャタピラー三奇コマツ、日エなど：工場一部損傷．操業停止．

〇吉田鉄工所 ［西宮市］ ：均等に地盤沈下するように設計してあったため、エ楊の

床全体が70センチずつ沈下したが機械設備に被害がなかった．

〇平井工業［尼崎市］ ：研磨機の基礎を16.5メートル下の砂礫屈まで打っていたため、

台の平衡を戻すのに3日かかっただけで操業再ll!l.

・ダイハツ工業：本社ピル［池田市］で屋上の給水塔が破裂、浸水。本社工場［池

田市］と京都工場で機械設備の一部に軽微な損傷．

・メーカー ：設備等にほとんど損傷なし．

・ディーラー：兵庫県下4,500店絹の約半数が被害

•神戸製綱所：杢社は仮事務所を近隣の関連ビル内に設脳． 神戸製鉄所は4／珠距終再 ・道路破壊による事両輸送難航．

開、加古lll製鉄所はJ/221桑業再開． （被害総額は機会損失を含め当初），300億円の ・工業用水の供給停止。

見込みであったが、その後の早い復旧により1,100億円に圧縮。全社で年問260億円 ・エ湯立地の集中．

の減産）

•川崎製鉄： 本社組綜の一部を神戸工場に移動。 コンピュータシステムは1/22に稼働

神戸工場は2/10運転再開．西宮工場は2/4運転再開． （物流費や復旧のための応援

態勢の構築など含めて被害総額約80億円、グループ全体で約150億円）

•土：神戸工出の組立工場等は 3 月中旬までに順次回復．

• ノー リッ： 本社エ塩は1/30には平時の操業度まで回復．

• 各社とも一週間程度で操業再開．

・ダイハツ工業 ：池田工場［池田市］、京都工湯、滋夜工場は1/23より生産再開。

(7,500台減産被害総額22億円）

• 三菱自動車工業：兵庫県にある部品会社の生産設備被害や交通網の混乱により部

品納入遅延が発生し、水島自動車製作所 ［岡山煤倉敷市］で1日夜問操業を停止．

(4,300台減産）

・トヨタ自動庫：部品供給企業の生産ストッブ、部品輸送の支印等のため、関連企

業も含めた全国12社28の全工場で1日半の操業停止。 (20,000台減産）

．ヱ：部品供給企業の生産ストップ、部品輸送の支障等のため、本社工場［広

島市］、防府工場 ［山口県防府市］で1日間操業停止。 (5,000台減産）

•本田技研工業：部品供給企業の生産ストップ、部品輸送の支障等のため、態杢製L

饂 ［熊本県大油町］で2日間二輪車の生産停止。 （被害総額20億円）

↓平：部品納入業者被災． （1,200台減産）

• 富士重工業：部品供給停止． （1,500台減産）

・油圧機器など一部の部品調達困難により

操業ストップ．

• 一部部品メーカーの納入ストップにより

工場操業ストップ．

・業販店が被災したため、販売体制の再構

築が課題．

・部品ストックのないカンバン方式の是非

が話題となった。

（出所 ：各種新聞報道および表4.1-1の資料による）
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表4.2-2 各産業における被害の概妻 （その2)

| | 
産業

被 苔 状 況

設備（被害額） 生産 ・販代（被害額）
問題点 ・課題等

造船・

瓜機
・川崎頂工業：兵庫！県内の7工場が全て揖業停止．一般商船の建造を坂出工場［香I・工業用水の供給停止．
川県坂出市］に移筍． （復旧費用や生歴停止に伴う不稼働損、救護翡費用も含め
て被‘8総額は120億i円）

• 三菱頂7：菜 ： 3 月末より一部生産再l川．

電機

• 川崎霞工業：神戸工場［神戸市］と兵庫工場［神戸市］ では岸只の一部が陥没し、
神戸工坦では床面が隆起しクレーンが傾いた．兵庫工場では壁の一部も崩壊した．
（神戸工場の被害80億円）

・三菱重工業：神戸造船所［神戸市］で悴壁が陥没、 一部のクレーンが倒壊｀設計
専務所の天井が一部落下し、構内道路に数ケ所の陥没。高砂製作所［高砂市］、
京都精機製作所で一部クレーン走行不能． （被苔総額は数百億円）

|．住友霞気工業：伊丹製作所［伊丹市］で工場損傷．設偏が一部倒遵操業停止．
（被笞総額は95億円）

• 三淡屯機：神戸、 尼崎、伊丹の 5工場． 2 研究所で損傷．榛業停止． （設偏復lH.
在庫損傷．その他を含め被省総額約200億円）

・占河霞気工業：工場損傷．操業停止．

・住友シチックス：尼崎工場［尼崎市］で工業J1l水の停止のため操業停止． （被害
総栢7.5憶円）

〇ホシデン：神戸．い燐［神戸市］で工場損傷、生産設偏が数センチずれたため操業
停止．徹底した耐震対策が有効． （工場修理在庫損傷等被笞額約15億円）
・符士通テン：神戸工場［神戸市］で天井が落ち、操業停止．

•松下絹器産業：神戸工場 ［神戸 IIi] で部分的損壊によりライン仔止． （被害総額
36億円）

・系列販売店：掛壌． （松下霞器：全嬢50店｀半壊79店）

．竺井東圧化学：大阪工業所 ［高石市］ではプラントの稼働を一防停止し、安全確
認後稼働再開．

・バンドー化学：神戸工場［神戸市］の4階より上が壊滅的な状況．
・鐘潤化学：大阪工場 ［摂津市］．高砂工業所［高砂市］ともに2時間程度の停霞
後．復帰．

・大祁化成；本社工場［神戸市］ではプラント自体は大きな被害を受けず、稼働を
停止して安全点検後、 操業再開．

．符士化学工業： ［東大阪市］水道バイプ、ポイラー配管等の破損．
・テシマ化研： ［大阪市］貯水タンク全壊、水道紀管敲裂．

・渋谷油指：本社工場 ［神戸市］が半環．

・ミヨシ油脂：神戸工場［神戸市］で古い倉庫の倒壊、タンクの破損、傾斜、 亀裂
など． （被害総額36億円）

・日本ベイント：本社工場［大阪市］で塗料タンクが30度傾く．
・大日本魯料：大阪工場［大阪市］で溶剤タンクが刷れ。若干溶剤が流出．
・東洋インキ：酉神工場［神戸市］で地下タンクが地上に現れ、生産設価が傾いた
り、壊れたりした．

・碑；明石工場［明石市］で仮状化により地面が縫起 ・陥没． （被害総額50億円、
工場再開や従業只支援のため5,000万ドルの特別損失計上95B)
・ピオフェルミン霰薬 ：神戸本社の1棟が全纏、 工場達物 ・設編損壊で生産停止．
・武田薬品：大阪物流センターの荷崩れ． （被害総額0.2億円）
• 藤沢薬品工業：中央配送センクー［神戸市］の荷崩れによ り機能停止．

・住友吋只t農：自動車各社の応援部隊（トヨタ200人． 三菱40人、日産30人、マッ
ダ人）の復ll作業により1/23より操業再lhI（プレーキの生眩）．
・三菱爪機： 尼崎工嗚は1/19より段階的に沿業再開、神戸工場、伊丹工場は1/23より
段階的に操農再開．

・古河霞気工婁：大阪事業所［尼崎市）は1/24に操業再開．
・住友シチックス ：尼崎工俎で1/2）に工業IIl水が復旧したため操業再fJII.I/23には震
災前のレベルに回紐．

・ホシデン：仲戸工壊で1/23より一部復IB.2/1.5よりフル棟慟．

• 富士通テン ： 神戸工填で2/3に復旧エ祁完了． 2/10には完全復18.

• 松下硝梱茄築：神戸工湯で1/23より一部生産開始、 1/26よりほぽ通常どおり．

・物流の途絶により部品の調達源の切断．

・ガス｀工業用水の供給停止。

•高精度を要求される生産設傭のずれ対策

と対応策．

•海外取引のかなりの部分を神戸港に依存

していた企業の影響大．

化学 ・物流ストップなどにより、製品供給、原材料調達困鼠． ・工業用水の供給停止．

．鑓潤化学：紀管のガス漏れ芍の安全蘊認を実施後． 工場を立ち上げ．完全操業ま
でに2~3B. 

・竿：2/8から一部撮業再開、 2/20から全面操業．

・ピオフェルミン製薬：現在地での本社、 工場の達て秤えを断念．神戸サイエンス

バーク内に用地を確保．

•藤沢薬品工菜： 1/18出荀分から茨城県と幅岡県の物流センターで万代わり ．

（出所：各種新聞報道および表4.1-1の資料による）
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表4.2-3 各産業における被害の概要（その3)

産 業
被 害 状 況

問題点・課題等
設佃（被害額） 生産 ・販売（被害額）

石 油 ・ 出泣琶産、 四亜石油、ゼネラル石油、コスモ石油など ： 製油所ffl.l~. 一時操業停 • いずれも 4~5 日程度で再IJII しており、影響軽微． ・渋滞によるタンクローリー輸送難航．

止． . 2/9時点で、 55SSが休業中． • 安定供給と安全性の両立。

・流通設備：各元売りスタンドは、水道破裂、防火壁損偏、ガラス割れ、ガス漏れ

などの被害発生．

・エム ・シー ・ターミナル：神戸事業所 ［神戸市］のLPG貯蔵施設でタンクの元バ ・周辺住民7万人が避難．

ルプと配管とをつなぐフランジが開きガス漏れ。

プラスチック ・住友ゴム工業：神戸工坦 ［神戸市）では工場建屋が半倒壊。生産設備はほぽ無傷． ・住友ゴム工業：生産を名古屋工場（二輪用タイヤ）および偏島県白河工場（ゴル ・工業用水の供給停止。

ゴム （被害総額は50億円） フポール）に移管し、神戸工場は閉鎖、事業所に縮小．

・東洋ゴム ：伊丹事業所［伊丹市］のダメージは軽微。工業用水が止まっており｀

操業に支障．

. ：：：：：ツ星ペルト ：本社工場［神戸市］の被害は比較的軽微． . ：：：ツ星ベルト： 1週間の操業停止後再llり。

繊維 ・旦座堕：工場屋根の陥没、薬品類流出、機械類の傾き等により、操業停止． • 神戸港麻痺により輸出入停滞． （アクリ

・ダイワボウ ：工場など一部破損。 （被害総額1~2低円） ・ダイワボウ：神戸工場で1/23から顛次操業再開。 ル繊維の60％が輸出依存、内52％が神戸

• 神戸生絲 ： 本社のあるテナントピルや工出など一部破損。 （被害総額0.3億円） 港）

・小泉製麻 ：杢社 ［神戸市］、子会社の建物28棟が全壊、10棟が一部損壊． ・北陸（織物産地）への原糸配送支障．

・鐘穂 2ラレなど ；工場｀本社ピルなど一部破捐． • 原料｀物流コス ト増加懸念．

アバレル ・ワールド；自社ピル3棟が被災、2棟を解体。ホストコンビュータの冷却水が不 ・被害地に近い営業所や物流センターが閉鎖． ・コンピュータ用冷却水の供給停止。

足し全而停止。 ．（被害総額5.8億円）

. ＝起商行、 キムラタンなどにおいて被害。

紙 ・バルブ • 上：尼崎工場［尼崎市］ で煙突の一部が損壊。 •:tz2: 1/23から工業用水が確保できたため、運転再開。 • 神戸港麻痺、国内市場（特に関西）需要

• 新王子製紙 ： 神崎工湯［尼崎市］ で荷崩れや水漏れにより操菜停止。倉庫損傷． • 新王子製紙： 神崎工場等10事業所で停電によ り。 一次操業停止． 増などにより板紙輸出延期．

製品、原材料被害。 （合打で10~20億円程度） ・ 物流 • 原料コスト増．

ガラス ・腿： 関西工場［尼崎市］で一時生産停止。 ・姐堕王：エ茨用水の復l日に伴い、 1/24寄り操業再開．

・神戸、西宮、尼崎のカッティングセンターの板ガラスは全掛に近い状況であるが｀

カッティング機能に支悶はなし．

セメント・ ・セメント工場（住友大阪セメント、日本セメント）については出荷に支阻をきた

生コン す被害なし．

・神戸近郊における生コン協回組合加盟会社38工場のうち13工場で一時操業停止．

(1:1:1所：各種新聞報道および表4.1-1の資料による）
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表4.2-4 各産業における被害の概要（その4)

被 杏 状 況

産 業 問題点 ・課題芍

設偏（被苔額） 生産・販売（被害額！）

食品 ・日消製粉：神戸工潟破損、製造ライン損壊により投業停止． （被害総額20低円． ・左記メーカーの他、東洋水産、経永乳芭、森永製菓、敷品製バン、包藤ハム、 Iヽ • 神戸＃どで肉や乳製品の陸揚げ困難により、

特別損失に計上） ウス食品、キューピーなどが原料、用水｀ガス等のスドッブにより位骰菜停止． 国内に品薄感が出．値上り懸念．

・日本製粉：神戸工場で全面閉鎖、甲南工場で操業停止。 （被害総額25f釘円） ・日本製粉：神戸工場は建物の損偽が激しく．閉鱗． • 海外輸入製品急増（ガットウルグアイラ

• 吉原製油 ： 工場破損、 操業停止． （被害総額20低円） ウンド影響）に対処して、食品メーカー

・困印乳業 ：控巨工盪で機械設備の破損により操業停止。 （被笞総額10億円） ・キリンピール；製品在庫の約半数が倒製． 1/30より1士込み再開． 21l0より通常レベ は沿岸部のエ楊に生産を集約していたこ

・キリンピール ：尼崎工場破損．操業停止． （被害総額lO億円） ルの生産。 とが被害拡大に繋がっている．

・アサヒピール：工場破損操業停止． （被害総額8低円） ・アサヒピール：西宮工場で18万ケース（大びん3160万本分）が損壊． 2/9より通常の

・ホーネン： 工場破損操業停止。 （被害総額3億円） 30％水準で操業再1l1l．

・モロゾフ：本社本館と御影工場が倒壊、操業停止。ホストコンビュータが10日1hl・モロゾフ ：唯一のキャンデー工場が全壊で復旧の）目処が立たず、 4月より他のメー

停止。 （被害総額約17低円） ． カーに生産委託。

. ucc上島珈琲：本社のコンビュータがダウン．
・ネスレ日本： 工場破損、操業停止。本社ピルが陥没、コンビュータが破損． （被

笞総額20億円） • 江戸末期から明治にかけて建てられた酒

〇伊藤ハム： 地震を見越して工場［西宮市］の基礎を固めていたため生産施設の被 蔵で伝統的な酒造りにこだわってきた中

害軽微。生産ラインのズレを補修後即座に救援用ウィンナーを増産。六甲アイラ 小酒造会社の打撃が大きい。

ンドの新工場は構造物と杭の間で免痕構造としており、無／g．

・区嗅［神戸市］ ：酒蔵、倉庫、資料館など10棟が倒壊．精米工場が半壊． •世界長酒造 ［神戸市］ ：生産継続を断念（被害総額約20低円） 。プラ ンドを沢の

•白鶴酒造 ［神戸市］ ：木造蔵と資料館が半壊。 鶴に譲渡。

・菊正宗酒造［神戸rli] ：記念館と樽が全壊し、タンクにt裂． ・辰馬本家酒造［西宮市］ ：2/16に出存ラインが稼瀾．

・大黒正宗［神戸市］ ：木造瓶詰め工場と倉庫が全壊． • 西宮酒造 ［西宮市） ： 1月末に一部の瓶詰めラインが復棉、2月中句にはフル稼位。

・剣菱酒造 ［神戸市］ ：専務所棟半壊、酒蔵が全壊．

・大関酒造 ［西宮市］：酒蔵と事務所各1棟が倒壌。

・日清製油．昭和産業、酒造（宝、白鹿、金鷹、松竹）、六甲バター、王一家、台

堕： 工場破損 操業停止．

倉庫 住友、山種ケィヒン、京神、彪村など：保管倉庫の一部損併． ・港湾施設の崩壊による荷役業務の停止。

海運 ・日本郵船、川崎汽船、ナビックスライン、明治海運、面船＝井、太洋海運、徳路 ・代替港への転送及び陸送運賃負担、港湾施設崩畷による運休． ・メーンポートを神戸から韓国などへ移す

フェリーボート｀関西汽船など：クレーンや埠頭の崩壊、コンテナ流失． （全社 ・商船三井： （今期減収14億円） 動きがあり、神戸泡離れが進む懸念あり。

合算約30億円程度）

陸運 ・ヤマト選態、目本通運、日匪山ム、西濃運輸、福山通運、エスラインギフ、フ・と ・道路寸断に伴う配達遅延、荷受け中止． ・陸運は道路が寸断されればその機能を失っ

トワークインターナショナル、岡山県哲物運送など：物流センター、支店、ター てしまう。

ミナルなどが損傷．

港湾運送 ・大運、兵堕捏遥、 トレーディア．澁澤直庫．上組、＝井g座など ：介庫や荷役施 ．迷湾施設崩壊により荷役作業不能。 （上組：今期減収40億円） ・港湾運送は各港湾限定免許であり、自港

設が損傷． （兵機海運 ：今期特別損失7千万円） 湾が使用不能になると営業不可．

ヽ（出所：各種新聞報道および表4.1-1の資料による）
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4.3 物流施設の被害状況

(1)クレーン

クレーンには、港湾で荷揚げ荷下ろしを行うジプクレーンや、建設現場でのクライミ

ングクレーン、工場内に設置されている天井クレーン等各種あるが、各地で大きな被害

が生じた。ポートアイランドにおける橋型アンローダの被害では、液状化及び側方流動

により岸壁のケーソンが移動し、この例ではレール側が約1.5m相対的に開いたため、

アンローダの車輪が脱線した。このほかに、橋脚部のプレースなどに塑性変形を受けた

ものもあった。加古川市の重工プラントでは、側方流動が10数mも生じ、岸壁そのもの

が陥没したため、操業中のアンローダが大変形により倒壊し、 2名の操作員がクレーン

と船の間に挟まれ死亡する事故が起こった。

中でも多くの損傷がみられたのは、塔形ジプクレーンの被害例である。造船所に設置

されたこの例では、上部の旋回フレームが倒壊した。これは、構造物がトップヘヴィで

あるため大振幅の共振振動により破壊したと考えられる。倒壊までに至らなくてもジプ

自体の折損したもの、センターポストや斜材に亀裂や座屈が発生したものもあった。

天井クレーンの被害は、各事業所の工場内に設置されているためその被害状況の詳細

については明らかにされていないところも多いが、総じてクレーン単独としての損傷は

少なかったようである，しかし、設薗されている建屋が地展により損傷、変形したため

にクレーンガーダが落下した例があった。，また、ランウィイガーダの変形損傷もみられ

海側に近い工場のクレーンほど顕著であった。

最後に、建設中の現場に設懺されているクライミング式の多段ジプクレーンについて

も、マストの損壊落下、ジプの変形などがみられた。大阪地区の約57mの建屋の屋上か

ら落下したクレーンのマスト柱の破損被害では、増幅された地震入力により非常に大き

な荷重が作用したことが推察される。 （ボイラ研究'95-8)

(2)倉庫

表4.3-1に営業倉庫の被災状況について運輸省がとりまとめたものを示す。自動倉庫な

どは、フォークを差し込むため図4.3-1のように棚の下部が開いている形のものが多いが、

今回はこの形の倉庫では伊丹•長浜など緩度 5以下の地域でもズレて落下した事実があ

る。また、この場合は同じ倉庫でも方向が違っていたり向きが異なる倉庫ではズレがな

かったなどの相違がみられることから、今回のような活断層による地震では場所ごとに

かなりの揺れの差があると思われる。今後の詳細な調査が持たれるところである。しか

し、自動倉庫だから人は立ち入らないとは限らないので図4.3-1のaの間隔を短くする

などの対策が必要である。
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表4.3-1 阪神・淡路大震災における被災事業者数及び被害額

運輸政策局貨物流通施設課

事業者数 倉庫数 被害額

（者） （棟、墓、区） （百万円）

普通倉庫 3 3 8 1 7 4 9, 5 4 5 
建 全
冷蔵倉庫 1 4 1 9 6, 5 4 5 
半

壊 計 普通冷蔵重複 〔〔 4 72〕〕 8 3 6 56,090 
物 4 5 

普通倉庫 2 0 6 7 6 3 9, 7 3 1 
補
冷蔵倉庫 6 4 1 1 7 1. 3 5 3 ． 修

〔27 0 J 
等 計 普通冷蔵重複 〔 1 2〕 8 8 0 1 1. 0 8 4 

2 5 8 

設 〔23 9〕
彗通倉庫 全半・補重複 〔 2 2〕 l. 5 8 0 59, 276 

2 l 7 
計

〔 7 8〕
傭 冷祓倉庫 全半・補重複 〔 4〕 l 3 6 7. 8 9 8 

7 4 

合 計
〔〔29 1〕〕

普通冷蔵重複 1 6 1, 7 1 6 67,174 
2 7 5 

（注l) 被災地区に所在する事業者324社（普通倉庫事業者＝

248社、冷蔵倉庫事業者＝97社、重複＝21社）からの倉庫

業法に基づく「臨時報告」を集計したものである。

（注2) 被害額は、営業倉庫の建替え費用、補修費及び設備機

器の額である。この他に、保管貨物被害額は、 35,790百

万円である。

左右にズレて落下

図4.3-1 自動倉庫の重量物落下

-74 -



倉庫に関する地震対策としては以下のようなことが考えられる。

①ラック棚はアンカーボルトと天井または壁との連結を施し、 重い物は下、軽い物

は上を徹底する。さらに、上部の物は緊縛が必要である。

・上記対策を施した棚は転倒したものはない。一台のみで独立固定していたラッ

ク棚は座屈、または、転倒したものが数台ある。

・ラック棚のパレット上の部品、製品類は緊縛しておく。緊縛してあった保管品

は落下を免れた。

②棚などの転倒防止は底部と上部の両方を固定すること。

・転倒防止金具の設置効果は大きい。 （柱、壁、床への固定が必要）

• 以下の不適格固定はほとんど転倒（移動）した。

・ニ段、 三段積みの相互連結がなされていないもの。

・上部のみ固定し、底部が固定されていないもの。

・薄い鉄板にネジ止めしたもの一鉄板自身の強度不足により取り付部穴が拡

大し、はずれて転倒。

• 横同士の棚を相互連結し、床面へ下部のみ固定したもの。

③キャビネット（特にエ具、測定器具類収納のもの）は引き出しが飛び出さないよ

うにしておく。

・鍵がかかっていない物は引き出しが飛び出し、片側に荷重がかかったため転倒

した。

④事務所の書類庫、キャピネット類も同様の対策が必要である。

・観音開きの什器類は転倒が多い。

⑤メイン通路に面した棚は収納物の落下防止対策が必要。

・扉のない棚や落下防止のない棚は中の物が落下し、避難通路を塞ぐ恐れあり。

・小物部品などはバラ置きせず容器に入れる。

⑥薬品類の保管は棚内部での転倒防止・落下防止対策が必要である。

・薬品瓶はポトルストッカー（専用保管棚）への収納が安全。ただし、棚は転倒

対策のこと。

・破損した場合に混ざり合い有毒ガス発生の恐れのある物は保管方法に注意。

⑦通路や道路に面したガラス窓は網入りまたはフィルムを貼るなど、ガラスの落下

防止措置が望ましい。

⑧建屋の内張りに用いられる石膏ボードは地展に弱い。

・天井、側壁、間仕切りなどに使用した相当数が落下した。

（工場管理 '95-6) 
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ラック棚も含めて問題となったのは部品類の骰き方である。箱に入れて単に置いてい

たものは多くが落下しているようである。引き出しに入れてあり落下をまぬがれたもの

もあるが、鍵がかかっておらず逆に引き出しが飛び出し、その荷重でキャピネットが転

倒したという話もある。

ラック棚のパレット上に緊縛していた部品類、製品類が落下しなかったという例もあ

ることから、使用の頻度等を勘案しながら、置き方を工夫することが必要である。ただ

し、重い物は下に、軽い物は上にという整頓の基本は棚類の転倒防止にも有効なので忘

れてはならない。製品類の転倒・落下による破損は各企業で起きている。倉庫、現場も

含めて物の積み方について見直しは急務としていた。また、薬品等の危険有害物の管理

については、特に問題が生じていなかったが、専用の保管棚による管理がうまくいった

ようである。 （安全 '95-4) 

(3)まとめ

ここでは物流施設として、クレーンと倉庫に限定して述べるが、物流システムとして

みると各種搬送機械や鉄道設備なども物流施設に関連すると考えられる。しかし、これ

らについては全体的損害把握が困難であり、専門別の報告もでているので省くことにし、

ー、二の考察を述べることにとどめる。

1) まず、クレーンについて補足すると、広く被害が報道された神戸港など港湾施設に

あるコンテナクレーンは甚大な被害を受け、神戸港の市と埠頭公社が所有する 55台

のコンテナクレーンはその全てが何らかの被害を受けた。わが国の外貨コンテナの約

3 0％を扱ってきた神戸港の物流任務に計り知れない損害をあたえた。

これらのクレーンは、建設現場や工場内のクレーンと異なり、運輸省港湾局の管

轄下にあり、（社漉湾荷役機械化協会が被害調査をもとに検討を行っている。 一方、

その他のクレーンについては、労働省管轄の（社）日本クレーン協会内の「クレーン

耐猿性検討委員会」が今後の対策などについて検討を進めている。 写真4.3-1と写真

4.3.2はコンテナの損傷例である。

2) 鉄道を物流施設と位置づけた場合、施設機器としての変電所内の変圧器類、架線関

連設備、通信設備は重要である。今回の地裳により被害を受けたものを調べるとつぎ

のような事例があった（「鉄道と電気技術」 vol.6,No.8など）。

変圧器ブッシング破損による油漏れ

ラジエータなどの配管の変形

①

②

③

④

⑤

 

交流遮断機の損傷

電力会社からの受電停止

高架部での継電連動装置、 ATS、CTSの損傷
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⑥ 信号機の転倒

⑦ ケーブルラック、通信ケープルの落下、破断

⑧ 架線吊り下げ用バランサ、可能プラケットなど

⑨ けん垂がいしの破損

写真4.3-4と写真4.4-4に被害例を示す。
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写真4.3-1 神戸港人工島岸壁のコンテナクレーンの損傷

写真4.3-2 液状化・側方流動によるコンテナクレーン

走行装置の損傷
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写真4.3-3 JR新幹線の側溝破壊による通信ケープルの破損

写真4.3-4 JR新幹線用架線の可動式プラケットの破断落下
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表4.3-2 物流施設の被害状況

分野 設備 名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献 No.

物流施設 クレーン 橋型7ンDーク＇の車輪 脱線 液状化及び側方流動によりケー．）ンが移動したため 3 

橋型7ンローク’橋脚部の7'レース 塑性変形 3 

操業中の7ン0・ダ 大変形し、樹壊 10数mもの側方流動が生じたため 3 

塔形ヅ 7・りレ— ;,J:.部の旋回7~-ム 債祓 構造物がトッブヘヴィであるため大振幅の 3 

共振振動が起きたため

天井ク レーン 〇総じて被害が少なかった 3 

クレーンマスト柱 約57mの建屋の屋上から落下 増幅された地震入力により非常に大きな荷重 3 

が作用した

原料荷上げ用大型クレーン 固壊 1 

倉庫 金型自動ラック（金型約1500面） 倒檄 l 

ピル式立体自動倉限 修復不能 地盤のズレや陥没 1 

ラック上部の背面ブレース数本の伸びと、 23 

上部水平プレースの折損

ユニット式立体自動倉庫 伺壊 柱材の座屈や不十分な床部分の設計に起因する l 

碁礎Jンクリ4の持ち上がり．基礎7ンかの抜けや

ヘ.・;1.7・レートの変形による

棚連端末の棚柱下部の一部に曲がり変形 23 

傾斜 最下段の背iliiプレースが折損 23 

200 Q ト・ うム缶を3本積載した11' ~，卜を Of'ぅム缶の落下が1本もなかった I 

格納した高さ20mの自動倉庫

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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4.4 生産設備の被害状況

(1)総論

機械工場などにおける生産加工機械の被害について調べると、規模の大小にかかわら

ず工作機械自体が損壊、破損した例は非常に少ない。大規模工場においては、付加価値

の高い数値制御型のフライス盤等は一般に堅固な支持床面に固定支持されており転倒は

もとより床面に対する相対変位も拘束されているものが多い。支持ボルトなどの止め具

も十分な強度をもっており、引きちぎられたケースは非常に少なかった。しかし、海岸

に設置された多くの生産工場は液状化により工場建屋が傾斜したり、部分沈下したとこ

ろがあり、その結果、 工作機械類の精度が大幅に低下してしまい、床面を補修し精度修

復をするまで実際には使用不可能になったエ作機械も多かった。

一方、小規模工場、例えば神戸市長田地区のケミカルシューズ製造などに関連するエ

場は企業センターなどのように同ービル内に同居している場合が多く、必ずしも堅固な

支持床を有していない。ピルそのものが倒壊・破損した例を除くと、狭い設置床面に多

数の比較的小型の機械を固定せずに設置していた。したがって、床面との取り合いで横

滑りをしたり芯合わせのために挿入していた支持具が離脱してしまう被害はあったもの

の、逆に支持床との滑り、あるいは多数個の機械の移動干渉により多少の衝突はあって

も工作機械の加工機能に影響を与える損傷レベルには達lしなかったものが多かった。し

かし、その中でも高重心のボール盤などの中には転倒し軸が変形してしまい、そのまま

では再使用が不可能なものもあった。 （ボイラ研究 '95-8)

今回の機械設備の被害状況はまだ情報不足で十分なことは言えないが、クレーンなど

の他に屋上のクーリングタワーや高圧変電所内の変圧器など比較的頭デッカチ（重心が

上にある。）の形をした機械設備が倒壊しているようである。宮城県沖地震の際にも、

仙台の某ゴム工場でゴム練りロール機がアンカーボルトが切断し、 lm以上もズレたと

聞いている。もっとも床面や据え付け状態などが不明なので断定的なことは言えないが、

当然ながら不安定な据え付け状態の機械設備は問題のようである。

特に問題なのは変圧器関係である。発電所内は狭いのでいったん変圧器などが倒れれ

ば容易には元に戻せない。その結果、自家発電どころか送電が開始されても受電ができ

ず操業停止が続いたということであった。今回を契機に発電所内の再点検が必要である。

機械設備などは十分な基礎工事と丈夫なアンカーボル トで固定する必要がある。レベ

リングプロックで受けるだけでは不十分である。

・十分な基礎工事をした大型工作機械、板金機械はほとんど異状がなかったが、汎

用工作機械のうちレベリングプロックに乗せただけのものはすべてブロック上か

ら崩れ落ちた。
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• 制御盤組み立て時に使用する転倒防止脚（オーI\． ーリンゲ）は効果が大きかった。

（工場管理 '95-6) 

建屋の壁面やガラスの破損、床面の割れ、冷暖房設備の破損、煙突の破損、設備機械・

コンベアなどのズレは多い。床面に固定された設備でも地厖の陥没・隆起 ・ひび割れな

どでズレたり傾いたものもあるなど、被害状況はさまざまである。中には台に懺かれた

6トンもの大理石が落ちた例まであった。

建屋の天井 ・側壁・間仕切り等に使用した石吾ボードが落ちていたのでこのような落

下の防止、ガラスの落下の防止も必要だろう。また機械設備のズレについては床面の基

礎工事を十分にし、丈夫なアンカーボルトでしつかり固定する事も有効だろう。レベリ

ングプロックにのせただけの機械はプロックから落ちたという。固定ができないものに

ついては、ズレないしっかりした止め板等が必要となる。 （安全 '95-4) 

(2)ユーティリティ設備

電気、ガス、水道、電話等のライフラインの多くが、液状化による地盤変状によって

大きな被害を受けた。この中で、耐震仕様のダクタイル管は数mの地割れ、沈下にも耐

えることが証明された。また、復旧との関連も含めて、共同溝の必要性が強く認識され

た。 （配管と装置 '95-9) 

水の関係では配水管や用水タンクが破損したケースが多かった。いずれも漏れた水を

生産に必要な所に使うなどしたものの、冷却が不可欠な装置では爆発等の恐れも生じる

ことが予想され、工場用水の確保には課題を残している。

電気関係は、それぞれに自家発電装置である程度のカバーがされたようである。機械

設備的には、電気エネルギーによるものは停止状態で問題は起きていないが、加速がつ

くようなものであると、電気の供給がストップしても不安全な動きが出てくる可能性も

考えなくてはならないと考えられる。

ガスについては、ガス漏れによる被害は生じていないが、さまざまなガスの貯蔵所を

もつ事業所もあり、貯蔵所で供給遮断できる設備も必要である。また配管類についても

工場の堀、堀の支柱、建屋の壁、塀等を利用して設置した場合にはこれらの物と一緒に

破損するという危険も指摘された。高圧ガスボンベについては立てたものを鎖で、ボン

べの腹部を押さえた転倒防止処僅で転倒をまぬがれた例が多くみられた。しかしボンベ

の上部だけを鎖で押さえたものは、宮城沖地展の時には下に抜け出た例もあり、上・下

2個所を押さえるか、または下部にワク糾などでズレを止める処置が必要である。

（安全 '95-4) 
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(3)災害リカバリー設備

LPGタンクの漏れ事故のあった貯蔵ヤードの中央制御室の被害では、制御室は建屋

の2階にあったが地震時に多くの制御機器パネルが転倒して災害復旧などの緊急時対応

が不可能になった（停電にはなったが非常用発電は機能した）。また、漏れが生じたタ

ンクからの接続配管のフランジを架台から吊っているスプリングハンガが架構沈下のた

め逆に押しつぶされてしまったものでもあった。このため、災害時に機能すべき緊急遮

断弁も架構に引っかかった形となり作動しなかった。

一方、今回の地震では多くの免震設備は顕著な効力を発揮した。ボールベアリング支

承構造の免震床は、ベアリングが凹型の受け皿上を滑動することによって水平面内の変

位を軽減し、主としてコンピューターなどの免震効果を狙っている。大阪市の西本町に

ある11階造りのビル6階に設置されたCPUのために設けられたこの免震装置により、

この床面の変位は十分軽減されCPU機能には何の支障もなかった。この例での、最大

変位は約10cm（北西ー南東方向）であった。この受け皿の許容変位は23cmであり、十分

免震機能が発揮されたといえよう。 （ボイラ研究 '95-8) 

(4)ボイラー

地震の被害の大きかった三宮地区では、 A社、 B社、 C社等のビルの中に設贋されて

いる鋳鉄製ボイラー・炉筒煙管ボイラ一の被害状況を調査した。ここではボイラー本体

の破損は少ないが元々甚礎ボルトで固定していない鋳鉄製ボイラーは最大200mmずれて

いた。また、同じ場所のターボ冷凍機などは最大500mmずれて大きく破損していた。

東灘区の深江地区では、ここのD社のプロセス用ボイラー、発電用ボイラー及び蒸気

タービンの被害状況を調査した。元来埋立地のため基礎をきちんと施工しているので、

これらの水管ボイラー、タービン、タービン建屋、煙突、脱硫塔はほとんど被害を受け

ていない。しかし、地区全体では液状化現象で砂が流出し、最大800mmの不等沈下がみ

られた。地震発生時点で発電ボイラー・ターピン各2基は運手中であったが、これだけ

の大きな地震動にも停止せず15分～1時間45分後に手動停止したと報告されている。

①地痕外力について

ボイラー本体の剛体としての地震時の挙動には、横揺れと同時に縦揺れも作用し

ていると推測される。これはB社地下2階の鋳鉄製ボイラーの挙動として、ボイラー

の台盤のみが本体とずれて、だるま落としのように250mm移動していることから説

明できる。すなわち、上下動が水平動に対して先行又は同時にボイラーの剛体が若

干浮き上がって結果的には台盤のみ移動したように破損していると推測できる。
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②埋立地での液状化現象について

埋立地では広範囲にわたって液状化現象が発生しているが、岩盤に至るまでの十

分な基礎工事を施せば、対応できることが分かった。 D社での液状化現象による被

害状況から、十分な基礎工事の重要性が立証された。液状化現象の可能性のある既

設プラントでは、その全域について地盤沈下の可能性を点検し、対策を講じる必要

がある。

③ボイラー本体の取扱いについて

ボイラ一本体は、今までの「地震対策の手引き」に記載のとおり、剛体として取

り扱うことは差し支えない。

それだけに、十分な強度をもつ基礎ボルトの設計・施工及び基礎工事が最も重要

である。直接基礎ボルトで固定できない機器は耐震ストッパを設け、被害を最小限

にとどめなければならない。このような対策のありなしの効果は、 C社地下2階ボ

イラー室及び6階ポンプ室でのボイラー、ターボ冷凍機及び給水ポンプの被害状況

から明らかである。

今回の調査で、剛体としての取り扱い、基礎ボルト及び耐震ストッパの設計等の

対策は、いずれも「地震対策の手引き」に記載のとおりの考え方でよいと考えられ

る。

④ボイラーまわりの配管及び付属機器の重要性について

これだけの大きな地震でも、ポイラー本体そのものは十分な剛性をもち、破壊し

ていない。一部の損傷程度で、大きな被害は免れているが、反対にボイラーまわり

の配管及び付属機器の被害が大きい。

ボイラープラント全体での安全・機能確保 ・早期復旧の観点からは、ボイラー本

体よりも、ボイラーまわりの配管及び付属機器の地震対策がより重要であることが

今更ながら再確認された。

⑤地裳後の復帰措置について

4ヵ所のボイラーは、その被害状況により、地震後の復旧工事の難易、所要工期

はそれぞれ異なるが、結果的に地震対策が十分であったと評価されるC社地下2階

の炉筒煙管ボイラー及びD社の水管ボイラーは短期間の点検又は小修理の後、直ち

に再点火可能であった。

⑥ボイラー対震安全装置の設置について

この地区では感震器の設置が全く徹底していなかった。 D社の水管ボイラーのよ

うに、激震時にもボイラー・タービンが停止することなく、無事に運転継続できて

いる事例もあり、また、地震発生が早朝であったために多くのボイラーが稼働して

いなかったことから、この4ヵ所では2次被害が発生しなかった。
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しかし、運転員の判断をはかるに超えた地澁であることを思えば、プラント全体

システムとしてボイラー対庭安全装慨で自動的に停止すべきであろう。

⑦耐猿ストッパについて

ターポ冷凍機のような建築設備の耐緩基準でも、防振を要する機器に対しては耐

裳ストッパを設ける事としているが、調査したB社、 C社とも徹底していなかった。
ボイラー、建築設備とも、既に制定されているこれらの基準及び手引きをどのよう

に周知徹底していくかが重要な課題である。 （ボイラ研究 '95-8) 

(5)まとめ

以下に被害写真を参照しながら、生産施設／設備の被害の特徴と教訓についてまとめ

る。

1)工場建屋の被害について

大別して＝つの破壊形態が見られた。

その第ーは、強震動によって建屋が康動破壊したもので、写兵4.4-1や写真4.4-2に見

られる破壊である。緩度7の地域にあった神戸製鋼所の本社ビルや住友ゴムの旧工場

建屋はほぽ全壊に近かった。また、写真4.4-3のような中小規模の生産工場も多数崩壊

ないし破壊を受けた。特に長田区のケミカルシューズ関連の各種工場は大打撃を受け

た。生産工程を格納する工場建屋の耐媛性の向上ないし補強の重要性を教えられたも

のといえる。

その第二は、地盤の液状化による工場建屋の破壊である。脇浜海岸通りにあった神

戸製鋼所神戸工場、 川崎製鉄阪神製造所、東川崎町の川崎重工業、和田崎町の三菱重

工神戸造船所など巨大生産企業の神戸浩沿いの工場プラントは例外なく大打撃を受け

た。ほとんどの敷地地盤が液状化による地盤沈下または側方流動を生じたため、建屋

構造が大変形を受け、支持構造物の座屈や傾斜を強いられた。特に側方流動は場所に

よっては数メートル以上にもなった。写真4.4-4はその一例であり、廃棄物処理プラン

トが支持構造物の変形 ・傾斜によりその機能を果たせなくなっている。写真4.4-5は尼

崎市の火力発俎所の基礎面の液状化による変形である。神戸湾沿いに比べれば内陸で

あり、澁度も 5~6と低い地域であっても地盤性状により液状化は生じ、建屋の変形

さらには設置された機械の損低を引き起こしている。写真4.4-6は、液状化に直接かか

わる被害ではないが、建屋または支持構造物の）蕊動 ・変形が機器 ・配管に損偽をあた

えた例である。

建屋構造物の耐震性は機械構造物を健全に保持するうえでも重要であるが、とりわ

け両者の結合部位、支持部位の耐震性が大切である。剛支持するのではなく、機器系

を柔軟に支持する技術も望まれる。
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2)機械設備の被害について

すでに述べたように、多くの機械設備は建屋構造物内に設置されているため、建屋

の崩壊、床構造や基礎構造の変形によって直接 ・間接的に影響を受ける。一方、コン

テナクレーンやジブクレーンのように直接地盤から地震入力を受ける機械構造物もあ

り、この場合は共振による構造破壊もみられた。写真4.4-7は荷上げ用のジプクレーン

の破壊であった。この例では、クレーン本体と支持構造からなる 2自由度の振動系が

構成されてしまい、上部構造が落壊してしまった。

各種クレーンの被害調査をもとにその構造破壊 ・損傷モードをまとめると、大略図

4.4-1のようになる。
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図4.4-1 クレーンの破壊・損傷モード
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プラント内の敷地に設置された一般の機械設備は剛構造、剛支持のものが多く、そ

れ自体が地震力により破損した例は非常に少ない。しかし、すでに述べた液状化によ

る基礎面の傾斜や局部沈下により、機械と機械をつなぐフランジなど連結部が数多く

は損した。写真4.4-8のポンプもその例で、フランジのボルトが破断している。

工作機械もそれ自体が剛であり、共振による破損はまずありえない。しかし、強い

地震力を受け転倒したり、アンカーを引きちぎって移動、滑動したものは多くみられ

た。中小企業のエ作機械は一般的にアンカー締結がなかったり、あっても弱く、集中

的にこの現象が現れていた。写真4.4-9は、アンカーを跳び越えて移動した例、写真

4.4-10は、高重心のボール盤が転倒した例であり、上部に転倒時の傷がついている。

長田区のケミカルシューズの工場で、靴形製作用のアルミ注入機械があった。熔融

した高温のアルミ流体を扱っていたが、この機械の破壊によりアルミ流体が流出し、

そのまま固結してしまった。写真4.4-11がその例である。このように高温、高圧ある

いは危険物、毒物を扱う機械の耐震性は、その機能性確保を重視して検討されなくて

はならない。神戸市にあるチョコレート製造工場でも同様の被害があった。

写真4.4-12は、工場内に設置された橋型のクレーンが、クレーン自体は健全であり

ながらランウェイガーダが建屋の破壊と共に損傷し、クレーンとしての機能を喪失し

てしまった例である。

機械設備についはその構造自体の耐震性よりも、機械に与えられた機能や支持構造

などとの相互関係を考慮した総合的健全性確保を目的とした地震対策を構築しなくて

はならないことを、これらの被害例から学ぶことができる。
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写真4.4-3 神戸市長田区の小規模工場の圧壊

写真4.4-4 大企業工場内の

廃棄物処理装置の損壌



写真4.4-5 火力発電所発電用ポイラ建屋の

液状化による基礎面損傷

写真4.4-6 火力発電所大口径配管の

プリーチングとの衝突による破損
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写真4.4-7 荷上げ用ジプクレーンの破壊

． 

写真4.4-8 横軸形ポンプの破損
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写真4.4-9 ァンカボルトを跳び越えて移動した工作機械

写真4.4-10転倒したポール盤
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写真4.4-11靴型製作用アルミ注入ロポットの破損のアルミ流出固結

写真4.4-12工場内橋形クレーンのランウェイガーダの破損
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表4.4•1 生産設備の被害状況
．．っ• -• • ・-• ---

分野 設備名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献No.

生産設備 工作機械 機械本体 〇損壊、破損したケースは非常に少なかった。 堅固な支持床面に固定支持されている。 3 

支持ポルトも十分な強度をもっている。

ボール盤 転街、変形した 煎心が高かったため。 3 

ユーティ リティ設備 スチ・ム圧空配管の継手部など 損Iiがあり、リークした。 I 1 

工業用水、 上水道配管 ・分技PVC管 破損 1 

特高受笥設偏 瞬時に停止したが異状なし。 l 

トランスの2次側碍子 破損 J 

煙突 （鉄筋Jンクリート製34m) 上部から3分の1で紐裂 l 

排水処理埋設管 寸断 1 

ポイラー ロータリーバーナー 破損 4 

ポイラー後部プロー弁 変形 4 

大型頂油タンク 傾斜 』 液状化による地盤沈下 4 

ポイラー本体 移動 4 

ターポ冷凍機 台盤から外れて脱落 鋼板製のペ ・ス7゚V・トに7ンカ・が打たれていなかった 4 

ボンブ 〇基礎ポ＇卜で固定されたがンプは全く被害は見られない 4 

台盤が固定されていないがンプは台盤からがかが脱落

おィぅ・と支持建屋を結合するサイスミ7クタイ 〇変形し体力を分散させたため），大きな損壊を免れた 4 

災害リカバリ・ー設備 中央制餌室内制御機器パネル 転倒（これにより災害復旧などの緊怠時対応が 4 

不可能になった）

タンク接続配管のフランジを架台から 架構により押しつぶされる（これにより緊急遮断 吊っていた架構が沈下したため 4 

吊っているスプリングハンガ 弁が機能せず）

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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4.5 高圧ガス施設、石油タンクの被害状況

(1)総論

神戸市内及び近郊の石油コンビナート施設も甚大な被害を受けた。特に、海岸部にあ

る屋外タンクなどは液状化により地盤不等沈下が生じ傾斜するなどした。神戸市消防局

の調査によると、容量50ke----10,000 k［の屋外タンク415基のうち107基が傾斜し、最も傾

きが大きいものでは許容基準値（容量10,000ke以上では0.6度、それ以上では1.2度）の

約10倍の11度 (5,000keタンク）傾斜したものがあった。

被害例では、傾斜タンクの地盤が1.4mも沈下していたものもあった。激震地から離

れた全国第4の堺泉北臨海コンピナート地区でも約1,000基の石油タンクのうち16基が

傾き、傾斜の大きい 7某については油漏れの危険があるとして、石油類の抜き取り、点

検が行われた。

高圧ガス施設では、神戸市東灘区の事業所にあるLPガス貯蔵タンク（冷凍タンク、

容量20,000ke)からのガス漏れ事故が生じた。

同事業所にある同規模の3基のLPGのタンクのうち、漏洩が生じたタンクについて

は深さ27mのベノト杭によりタンク自体が支持されていたため、液状化による大きな沈

下は認められなかったが、タンクに接続している配管系を支えていた架台、緊急遮断弁

の重量を支えていた架台などはこのタンク基礎部とは縁切りされ、液状化対策が施され

ていなかった。この結果、タンクと接続配管に相対的に大きな変位が加わることとなり、

両者を結合していたノズルフランジの結合部からガスの漏洩が生じてしまった。

この事故でも明らかなように、タンクあるいは配管自体の耐震強度は確保されていて

もその接続部（いわゆる“取り合い”部）に大きな損害がみられたというのが今回の各

種構造物地震被害の大きな特徴である。

神戸市東灘区のガスターピン発電施設の燃料油タンクの被害例は、液状化による地盤

とタンクの相対変位により、接続配管と結合フランジ部の間に大きな相対変位が発生し

た。

配管系の被害については十分に調査している訳ではないが、プラント配管系に関する

限り、配管自体が破断したり折損した事例はほとんどなかったと思われる。 一般にプラ

ント施設内の配管は相当大きな可撓性を有していることが実証された。しかし、配管の

サポートやフランジにはかなりの被害が生じている。配管系の最適なサポート配置計画

及びサポートの強度（強過ぎない方がよい）設計は今後の重要な課題となろう。

（ボイラ研究 '95-8) 
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(2)危険物施設

危険物施設の被害の大半は兵庫県に集中している。とくに、神戸市では4,614施設の

内、 658施設に被害が生じている。

最も顕著な被害は液状化に伴う屋外貯蔵タンクの沈下、傾斜、タンク側板の座屈、接

続配管の漏洩、アンカーボルトの破損等である。なお、新法タンクについてはタンク本

体の被害はほとんどなかった。

高圧ガス設備の被害では、敷地の大部分が液状化し、これに伴って接続配管とLP貯

蔵平底円筒タンクとの間に大きな相対変位が生じ、元弁フランジ部からLPガスが漏洩

し、 一時、周辺住民に非難勧告が出された。防液堤や機械基礎、配管架台等にも大きな

被害がでた。 （配管と装置 '95-9) 

(3)石油関連施設

この地裳による石油関連施設の被害は、製油所関係では、出光興産・兵庫製油所（姫

路市＝14万I¥WJVI日）、ゼネラル石油・堺製油所 (15.4万IVV)VI日）、コスモ石油・堺製油

所 (11万I¥'v)既／日）、興亜石油 ・大阪製油所（高石市＝10.4万l＼・励／日）の4ヵ所に及んだ。

出光・兵庫と興亜 ・大阪は、地震直後に自動シャットダウンし、操業を全面的に停止

した。ゼネ石 ・堺は水素発生装饂と間接脱硫装僅が自動的に停まり、コスモ・堺でも軽

油脱硫装置のみが点検のため停止した。しかし影響は軽微なため、コスモは17日に入出

荷を再開、ゼネ石、出光、興亜も18日から出荷を再開し、順次、全面的に操業を開始し

た。

油槽所関係では日本石油・神戸、同堺、出光興産・大阪、昭和シェル石油・神戸、 三

菱石油 ・神戸の5つの油槽所が被害をうけ、現在（平成7年2月）もなお出荷を停止し

ているが、周辺の油槽所外からの補給、あるいは各社間の共同配送などにより、製品供

給に支障はきたしていない。

地元消防や石油各社の調査では、神戸市や周辺の大阪府にある石油タンクのうち、少

なくとも50基以上が沈下したり傾いているといわれ、石油各社は安全のため、タンクの

中身の抜き取り作業を実施している。

給油所 (SS)関係では、被災地域（神戸、芦屋、西川各市）内450ヵ所のSSのう

ち、 1月21日現在で50％以上、 26日現在で80%(360ヵ所）以上が営業可能となり、石

油供給が支障なく行われている。

一般に、 地`震で最も心配されるのは製油所である。可燃性の石油を扱っているから、

無理もない話である。

過去の地震から製油所における被害を調べてみると、地盤沈下による機器、配管など

の接続部破損による油の流出、タンクからのオーバーフローなどが多く、近くに大気が
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あれば火災という最悪の事態が発生することが考えられる。また、火災および設備の破

損などにより電気や水などのユーティリティ設備の使用ができなくなり、工場単位では

防災・消火活動が難しくなることもある。

そのため、石油会社では地震対策として、地盤の強化、精製装置を安全に消火し操業

停止に導く方式の実施、タンク及び工場からの油流出防止措置などを講じていることは

いうまでもないが、不慮の地震に対して、緊急時の対策要領を作成し、日頃教育訓練を

行うことも重要である。

今回の地震では、神戸海洋気象台で南北818カ・ル、東西617カ・ルの揺れが記録された。製

油所では、 250がルの揺れがあった場合は、装置は自動的にシャットダウンされることに

なっており、装置の操業が停止した。精製装置の機器や配管から油が流出したり、タン

クから油が漏れなかったことが、何よりの幸いであったといえる。それは、 800がJv以上

の揺れがあってもピクともしないよう、製油所の地盤が強化されていることによる。

（石油文化 '95-2) 

給油所については、建物が倒壊したりキャノピーが落下したり、あるいは防災塀や計

量機が倒れたところが続出したが、油漏れにともなう火災炎上などの、いわゆる二次災

害は一ヵ所も起こらなかった。

兵庫県石油商業組合によると、 「周辺の家屋が軒並み倒壊した地区でも、ほぽ給油所

は無事であった。最も心配された火災も一件もなく、一面焼け野原となった神戸市長田

区でも類焼しなかった。」

給油所は強い耐震性・強固性を発揮したが、安全性を支えた理由としてハード、ソフ

トの両面が指摘されている。

ハード面は、施設全体の耐火性と耐震性にある。石油製品という危険物を取り扱うた

め、給油所の建設、営業には消防法と建築基準法の厳しい規制が適用されている。

すなわち、給油所は大型の地下タンクを埋設することから、まず、しつかりとした基

礎工事を行っている。建物は、耐火構造または不燃材料で建造されるが、軽量化が図ら

れ頑強さと柔軟性を確保しているため、これが激震から多くの給油所を守る結果となっ

た。

敷地は防災塀で囲まれ、給油所からの延焼、周囲からの類焼を防止している。地下夕

ンクは漏洩防止のため多重構造になっており、安全性には万全を期している。構造上、

たとえタンク内に火が入っても炎上しないようになっている。鋼鉄製のタンクにはエポ

キシコ．一ティングを施し、腐食を防止。地下に埋設する際は、地表から60cm以上も埋め

る。 lOkeを超えるタンクの場合は鉄筋コンクリートでタンク全体を囲み、さらに防災対

策を厳重にしている。
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こうした措置が給油所の全壊を防ぎ地下タンクの漏洩事故防止にもつながったといえ

る。 （石油文化 '95-7) 

被害の内訳は表4.5-1に示すとおり、被害を受けた府県における地震時の危険物施設総

数は52,406施設でこのうちの被害施設総数は1,258施設であった。被害を受けた危険物施

設数を府県別にみると兵庫県が1,172施設 (93.2%)、大阪府82施設 (6.5%) 、京都府

3施設、香川県1施設と兵庫県に被害の大きいことがうかがえる。特に神戸市の被害は

658施設 (52.3%）で被害全体の半数以上がここに集中している状況であった。
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各施設数に対する被害割合

施設ごとの被害の内訳をみると、表4.5-1及び図4.5-1に示すように給油取扱所が347施

設 (27.6%)、屋外タンク貯蔵所343施設 (27.3%)、 一般取扱所207施設 (16.5%)

屋内貯蔵所16訪餌皮 (12.9%）の順となっている。各施設数に対する被害の発生割合は、

図4.5-2に示すように移送取扱所では11.5%、屋外タンク貯蔵所では4.9%、給油取扱所で

は4.6％の順で被害を受けており、移送取扱所は施設数に対し被害の発生割合が高いこ
とがうかがえる。 この被害は主に地痕で護岸が動いたことによる配管の変形や配管接続

部からの漏洩等であった。また、屋外タンク貯蔵所及び給油取扱所は被害総数や施設数

のいずれに対しても被害の発生割合が高く、全体的に被害が大きかったことがうかがえ、

その被害は屋外タンク貯蔵所では不等沈下にともなうタンクの傾斜やスロッシングによ

る漏洩等で、給油取扱所では防火塀の亀裂・倒壊等施設の破損が主であった。

被害内容の内訳についてみると、火災が5施設、漏洩事故が150施設、破損等が1,103

施設で、火災になった5施設は、いずれも付近で発生した火災により類焼したもので、

施設区分別にみると、屋内タンク貯蔵所が1施設、販売取扱所が2施設、 一般取扱所が

-102 -



103 

京 椙 府
製造所等の区分

誨註敦 火 漏 他

襲 造 所 61 I 

屋内貯蔵所 1272 I 

屋外クンク貯蔵所 471 

屋内クンク貯蔵所 181 

地下タンク貯蔵所 2172 

簡易タンク貯蔵所 4 

移勁タンク貯蔵所 589 

屋外貯蔵所 123 

給油取扱所 1315 I 

第一種販売取扱所 55 

第二種販売取扱所 5 

移送取扱所

゜一般取扱所 939 

合計（施位） 71切 I 2 

慧許可貯蔵

稔 計

［備考）

表4.5-1 阪神 ・淡路大震災による危険物施設の被害状況調査結果

（被害が発生した府県：京都府、大阪府、兵鹿県、香川県）

大 阪 府 兵 庫 県 香 /II 

計 篇設ほ 火 漏 他 計 施餃数 火 漏 他 計 蒻設数 火 漏

1 550 I I 
212 2 17 19 

41 (39) (JO} (10) 

I 4579 24 24 2046 65 72 137 
592 (631) (30) (29) (59) 

3255 I II 12 
2525 l 5 316 331 

746 (687) (1 2) (249) (261) 

1437 I 524 I I II 13 106 l (285) (I) (I) (7) (9) 

4860 4 II 15 2571 IO 73 83 
IOn (848) (6) (29) (35) 

路 13 
58 (31 

3319 1404 3 3 
560 (646) (3) (3) 

944 765 40 40 
143 (219) (31) (31) 

I 3470 20 20 1776 5 321 326 1074 (586) (3) (136) 039) 

234 81 I 1 8 10 
19 (47) (l l (I) (6) (8) 

93 35 I I I 3 2 (26) (I) (I) (I) (3) 

42 I I 25 2 7 ， 
20 (）21 (2) (7) (9) 

3322 4 4 8 ~~忌 2 10 186 198 598 I (2) (8) (R1 1 (91) 

3 26133 36 46 82 醤符 盗
112 1055 1172 

4986 I (64) (5891 (6謁）
I I 
(I) (I) 

5 113 1055 1173 
(5) (65) (589) 1659) 

1 火 ：火災、漏 ：漏えい、他：破損等である。

県

他

2 施設数とは、平成7年1月17日現在において完成検査済証を交付している危険物施設 （廃止届を受理したものを除く。）の数である。

3 ( ）は、神戸市の施設数で内数である。

4 無許可貯蔵の事故は、危険物を収納したドラム缶の神戸港から海上への流出事故である。

合 計

計 槌投改 火 漏 他 計

組 3 18 21 

8489 90 72 162 

6997 16 327 343 

2248 I 2 II 14 

10630 14 84 98 

103 

5872 3 3 

1975 40 40 

7635 5 342 347 

389 I I 8 IO 

135 1 I 1 3 

87 3 7 10 

I 6982 2 15 190 207 

I 52406 s 150 1103 1258 

I 1 

5 151 1103 1259 

(KHKだより '95-6) 



2施設であった。

さらに、漏洩事故は屋内貯蔵所が最も多く刃施設において発生しており、続いて屋外

タンク貯蔵所の16施設、一般取扱所の15施設の順となっている。屋内貯蔵所の漏洩事故

は主に施設内に積み上げられていた容器が落下・破損したことによるもので、一般取扱

所においては容器の落下・破損及び配管の損傷によるものであった。

また、今回の被害状況調査結果の中で無許可貯蔵に伴う事故が1件発生しているが、

これは神戸港の埠頭に許可を受けずに仮置きされていた危険物収納ドラム缶が地震によ

り海に流出したものであった。 (KHKだより '95-6) 

(4) LPガス漏洩事故

平成7年 1月17日（火）午前5時46分の兵庫県南部地震の発生に伴い、エム・シー・

ターミナル（悧神戸事業所所有のLPガス貯蔵設備のLPガス受け入れ ・払出し共通の元

弁フランジの継手部からLPガスが液状で漏洩した。その後、余震等により漏洩量が増

加したことから、 1月18日に神戸市災害対策本部長から付近住民に対して避難勧告が発

令された。

LPガス漏洩の原因究明等のための検討を行なうこととなり、 「兵庫県南部地緩に伴

うLPガス貯蔵設備ガス漏洩調査委員会（委員長：大島榮次 東京工業大学名誉教授）」

が設置され、この度、中間報告が取りまとめられたところである。

以下、その概要を紹介することとする。

事故の状況

①地盤の損傷状況

発災事業所の敷地全域は、強固な基礎を施した場所を除き、地盤の沈下及び側方流動

の被害を受けた。沈下量は、護岸から最も離れた北側の事務所付近で最大約70cm、南側

護岸付近で最大約150cmであった。また、護岸では、海側への傾斜、張り出しがみられ

た。

101平底貯槽の基礎は、大きな沈下は認められなかったが、杭で支持されていない貯

槽周辺の地盤は、約35-----60cm沈下し、貯槽から防液堤に向かって沈下量の増加が確認さ

れた。

貯槽外周の地盤に設置されていたガス検知器については、検知器に接続されている吸

引配管が高床部に固定されていたため地盤沈下に追従できず、吸引配管と検知器の接続

部が変形・離脱した。

貯槽周辺に設置されていた鉄筋コンクリート製の防液堤は、沈下すると共に傾斜し、

また、地盤の側方流動により、防液堤の接続部に最大約60cmの開口が生じた。
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②発災設備の損傷状況

101平底貯槽の基礎では、基礎の高床部で不同沈下率0.21％で北側へ傾斜していた。

101平底貯槽の外槽には異常な変形は認められなかったが、受払ノズルの伸縮継手取

付部及汎憐接するドレンノズ）レの伸縮継手取付部の中間部付近に塗装の剥離がみられた。

受払配管系を支えていた架台等は、液状化現象等により地盤と共に鉛直及び水平方向

に変位した。これら鉛直及び水平方向に変位した架台等により、緊急遮断弁が損傷する

とともに、受払配管系全体が鉛直及び水平方向に変位した。なお、受払緊急遮断弁を支

える架台の移動量は、鉛直方向に約75cm、水平方向（南護岸方向）に約60cmであった。

受払緊急遮弁は、架台に支持したスプリングによって自重を支えられていた。地盤が

約67~84cm沈下したため架台の横梁が同弁の支持部に乗っており、受払短管側のフラン

ジ部で約19~、フレキシュブル配管側のフランジ部で約222mm鉛直方向に変位していた。

この結果、過大な荷重が受払配管系に課せられたものと推定される。

地震発生時、受払元弁及び受払緊急遮断弁は閉となっていた。また、計装状況につい

ては、受払元弁及び受払緊急遮断弁の遠隔操作が不能となり、液面計及び圧力計につい

ても計器室と現場計器間のケーブル損傷のためこれらの遠隔監視機能が不能となったた

め、現場において監視が行なわれた。

地震発生により構内は停電となり、 DCS (Distributed Control S:,stem)は、地痕直後

に非常電源に切り替わったが、ディーゼル駆動電源が冷却水の温度異常により停止した

ため、蓄電池により稼働し続け、地裳発生の約 1時間30分後に機能を停止した。なお、

計器室内のガス検知器は、 DCSと共に電源供給停止のため地震発生の約1時間30分後

に機能が停止した。

③LPガス漏洩のメカニズム

101平底貯槽の基礎はベノト杭による杭基礎であり、 102及び103平底貯槽はバイプロ

フローテーションエ法で貯槽周辺を含め施工されている。従って、 101平底貯槽の配管

系のうち、受払ノズル及び受払元弁は貯槽外槽により支持されていたが、受払短管以降

の配管系の架台は貯槽と異なる地盤で支持されていたため、地盤の鉛直及び水平方向の

移動に大きく影響を受けたものと推定される。

また、 101平底貯槽の受払配管系は防液堤を貫通して敷設されており、防液堤の貫通

部までの距離が短いため可撓性が小さく、地盤の移動に伴う防液堤の移動に追従できな

かったものと推定される。

これらのことから、 101平底貯槽の受払配管系は、架台の地盤が貯槽の地盤と異なっ

ていたことに加え、防液堤で拘束されたた以蒋造上の可撓性が不足していたことにより、
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地盤移動の影響を大きく受けたものと推定される。

LPガス漏洩の原因は、受払配管系を支持していた地盤が液状化現象により沈下及び

側方流動を起こし、受払緊急遮断弁の架台やサービス ・ステージの基礎が支持機能を失

いこれらの重量が構造上可撓性が小さい受払配管系に負荷されたため、受払配管系に過

大な荷重を与え、受払ノズルと受払短管間を曲げ開く力が働き、同部分が開口したため

であると推定される。

(5)まとめ

以上のように、高圧ガス施設においても石油貯槽などの危険物施設においても、貯槽

の傾斜や結合部の破損あるいはスロッシングによる内溶液の漏洩はかなりみられたが、

新潟地震 (1964)や宮城県沖地媛 (1978)の際のような大規模な火災炎上は全くなかっ

た。報告された火災も、全てが付近で発生した火災が延焼したものであり、いずれも規

模は小さかった。

高圧ガス施設では現在改正作業中の高圧ガス取締法と高圧ガス施設等耐震設計基準に

よる安全性と耐震性の規制、危険物施設では給油所の建設・営業にかかわる建築基準法

と消防法の規制が十分な効力を発揮したと評価できるであろう。

しかしながら、特に護岸地域で顕著に生じた地盤の不等沈下と側方流動の影響は予想

を大きく上回るものであった。エム・シー・ターミナルでのLPガス漏洩は写真4.5-1の

航空写真で明らかなように、貯槽施設全体が液状化によって冠水し、特に護岸に添った

場所では、最大4mもの変位で海側への張り出しが生じた。写真4.5-2～写真4・.5-5の被害

は、いずれも地盤変状が直接・間接的に原因となったことが明らかであり、従来型の設

備や配管の剛性、強度を高める耐震設計思想では対応しえないものである。

高圧ガス保安協会が発行した「LPガス漏洩調査報告書」に提言されているように、配

管系など本来可とう性を有する構造に対しては「柔」の思想に基づく設計基準が必要と

なる。フランジなどの結合部位、ベローズなどの継手部位の技術基準を地展時の強制変

位を考慮して見直すことは重要となるであろう。

写真4.5-6～写真4.5-8は、液状化による石油貯槽関連の被害であるが、いずれもタンク

本体ではなく、防液堤や接続する受払配管との取り合い部が損傷している。屋外の大型

貯槽をもつ施設に対する液状化対策の根本的検討があらためて要請されている。すでに

高圧ガス保安協会では、石原研而東京理科大学教授を主査とする「基礎・液状化分科会」

が発足し、エム・シー ・ターミナルの被災の詳しい調査結果をもとに、液状化の判定基

準の策定や、地盤改良を含む地盤・基礎の耐震性向上対策のあり方について検討を始め

ている。

また、配管系に対しては、そのサポートをいかに配置するかが重要な課題である。写
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真4.5-9では、配管に集中的に荷重がかからぬように、地緩後にUボートなどを切断した

例であるが、地盤などが大変形を生じても、配管系全体が柔軟に変位できる構造を維持

できるようなサポート配訳設計も検討されるべきであろう。

屋内の貯蔵所の被害はあまり報告されていないが、 灘の酒蔵工場内の横骰きタンクな

どは支持脚などの固定が不十分であり、写真4.5-10と写真4.5-11にみられるようにタン

クの転倒など大損傷を受けた。写真はないが、 チョ コレート製造工場においても、スロッ

シングによるチョコレートの高温溶液の噴流などの被害が生じた。

渇圧ガスや石油関連施設ではないが、 三宮のデバートなどに設屈された暖房用ボイラ

や空調用冷凍機なども被害を受けた。これらの構造物は一般に剛性が高いため、大きな

地媛力により剛体として滑動し、周辺の機器、配管、弁などを損楊させている。また、

神戸港に沿った地域でのポイラ施設では、地盤の液状化による支持構造物や接続部に破

断や座屈変形がみられた。写真4.5-12と写真4.5-13はその例を示している。

最後に、高圧ガス施設、危険物施設などの配管系については、それらからのガスや内

溶液の漏洩を防止するための緊急遮断弁等の防災設備が設囮されているが、写真4.5-14

～写真4.5-15に示すように、配管を被害から守るべきハンガや遮断弁がその機能を発揮

できないような損似を受けることもある。災害防護、防除システムの地痕対策も極めて

重視されなくてはならない。
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写真4.5-1 高圧ガス施設の地盤液状化による冠水・

写真4.5-2 LPガスが漏洩した受払配管系
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写真4.5-3 フランジ部の破断

写真4.5-4 タイロッドの引張りによる

可撓継手の破損

写真4.5-5 ベローズの変形
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写真4.5-6 液状化によるタンクの傾斜

写真4.5-7 タンクの傾斜と防油堤の破壊
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写真4.5-8 ガスターピン発電所内の燃料油タンク
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写真4.5-9 発電所内地上配管系の変形
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写真4.5-10酒造工場の横置きタンクの転倒

写真4.5-11酒蔵用タンクの支持脚の破損
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写真4.5-12発電用水管ポイラの空気予熱器と

通風機間接続部の破断

写真4.5-13暖房用ポイラの

後部プロー弁の衝突変形
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写真4.5-14配管用スプリングハンガの圧壊
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写真4.5-15高圧ガス用緊急遮断弁の損傷



表4.5-2 高圧ガス施設、石油タンク施設の被害状況ー・ -. - --

分野 設備名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献 No.

高圧力’ス、 屋外石油クンク タンク本体 傾斜 液状化による地盤不等沈下 3 

石油タンク施設 漏洩 スロッシング 11 

接続配管との結合7う万部 破断 液状化による地盤とタンクの相対変位による 3 

配管サが一卜、 7うンダ部 破壊 配管系の最適なサがート配澁計画及びサがートの 3 

強度（強過ぎない方がよい）設計

沈下．傾斜、タンク側板 座屈 3 

接続配管 漏洩 3 

変形 タンクの沈下や傾斜による 11 

アンカーポルト 破掛（新法タンクについてはタンク本体の 3 

被害はほとんどなかった）

防火塀 亀裂｀倒堕 11 

犬走り 基礎の一部が大きくえぐれたように沈下 11 

防油堤 角裂や割れの発生 ． 12 

消火用タンク 座屈（亀裂部より水が流出） 12 

屋内貯蔵所 容器の落下會破損 I 11 

LPがス貯蔵9ンク タンク接続部のJズルと7うが結合部 ガスが漏洩 タンクに接続している配管系を支えていた架台、 2 

緊急遮断弁の誼藷を支えていた架台などが

クンク基礎部と緑切りされ、液状化対策が施され

ていなかったため、タンクと接絞配管に相対的に

大きな変位が加わった

受払元弁及び受払緊急遮断弁の 12 

遠隔操作が不能

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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4.6 建築設備の被害状況

(1)総論

建築設備で地震被害を受けた建物件数を表4.6-1に示す。

重点被害地域では、被害をうけている建物は多いが、その他地域においても、構造体

の被害は軽徴または無被害にもかかわらず、建築設備の被害を受けている建物が多い。

設備種別でみると、両地域とも給排水衛生 ・消火設備に関する被害が多い。

建築設備の地震被害について、被害事象数を表4.6-2に示す。 合計で896事象の被害が

報告されている。これは、 1建物当たり約3事象である。

表4.6-1 設備被害を受けた建物件数（調査建物総数330件）

•1U叫匹 I 給俳水即；り:. i~火設紺 I 空kl叫hi設紺 I 昇9初遭設憐 l り 1込・凪外設紺 I その他設紺l

!t.'・‘.i波，rlti!ほ1ニ
その他地減 32 

合計 I 92 

128 

95・ 

223 

表4.6-2

62 

46 

108 

95 

10 

105 

設備被害事象数の内訳

屯女（設紺 給梼水衛生・沿火設偽 空気よりIn設紺 昇店復設紺 引込・屎外設紺
且点被’占地以 98 (15%) 256 (41%)・ 114 (1896) 44 (7%) 109 (17%) 

その他地域 37 (I~%) 130 (5096) 55 (2196) 12 (596) 21 (8%） 

合計 135 (15%) 386 (~3%) 169 (1991,) 56 (6%) 130 (15%) 

74 

20 

94 

その他設紺

14 (2%) 

6 (2%) 

20 (296) 

11-s-16 

計

635 (100%) 

261 (10096) 

896 (10096) 

設備地震被害事象は、重点被害地域では635事象と総事象数全体の4分の3を占め、

1建物当たり約4事象である。 重点被害地域は、建物に損傷が大きく、それに伴い設備

が被害を受ける割合も大きくなる。 一方、その他地域における設備被害は、 261事象で

あり、 1建物当たり約2事象である。

設備被害の内訳は、給排水衛生・消火設備の被害が約43％を占め、空気調和設備の被

害約19%、電気設備の被害約15%、引込 ・屋外設備の被害約15％となっている。

健築設備 '95-10) 

①設備別被害状況

今回の調査を行った建物での建築設備被害マップを図4.6-1に、またその特徴について

以下にまとめを示す。

a．重点被害地域で注目される設備被害

自家発電設備、蓄電池設備、受変電設備、熱源機器など重量機器に対する被害が多く

みられている。また、高架水槽の被害も多い。

b消火設備における被害

スプリンクラーヘッドの破損、配管の破断などにより、漏水を起こしている例がみら

-117 -



れる。本来の初期消火の目的を果たせない上に、水損による二次被害が大きい。

C.パネル水槽の破損

水槽の側板の破損もあるが、 天板の破損が多いのが特徴である。

d．水配管接続の什器類の転倒、水損

冷水器、自動販売機、厨房の大型冷蔵庫、製氷機などは一般の建築設傭より簡単に取

り扱われることが多く、転倒している例がみられる。その結果、接続配管が破損し、水

損が生じている。

e.引込・屋外設備の被害

液状化による地盤沈下や地盤の不等沈下により、引込配管に被害が発生している例が

多い。

f．エキスパンションジョイントを通過する設備

重点被害地域では エキスパン‘ンヨノンョイント部で、フレキシプルジョイントなど

の対策を実施しているにも係わらず、変位を吸収できていない例がみられる。

g．非構造部材などの被害の影響を受けた設備被害

柱・壁の大きなクラック、 壁の傾斜、天井の落下、防火戸の変形と大きなあばれ、家

具類の転倒などを原因として、設備が二次的に被害を受けているケースがみられる。

• II.l:.'キューピクル内トラス
ou. 9と倒

．層上Ill.11l鑽匹の 99.u.♦2 例

● スプリンク 9ヘッドの

天井1-tとのili突 1こよろ‘‘
愴 IA・ 漏＊

●ファンコイルユニットの’’U、
●r:t ft 切り仕破 lu による——

情火仕ポックスの磁lu

●這＂ 績本体の転倒ー一

●堪 宋讀の＂下・騎 9員

● エスカレータステップの父形ー-1------
●エスカレータトラス交形

●エスカレータトラス支9令綿磁In

● ストッパ蘊lu

ヽ

----.辺冨 tヽ1g情突ヽtt5曲がり

•ti- 一ー ● 高翠水 ほ の天坂、側阪磁 9H

ーー● 冷＊匹 ti:引による 1皇絨配惰輩IR

• n 閃機 匹転“ しこよる J員紐氾督砧 1員

1・ -.●堕IJJ匹只の＂下

--------ー●エレペータシャフトの籍IA

●エレペークホール三方枠の絨lil

• Clープ、ケープルのからみ

●エレペータシャフトの冠水

-------1ー・・ェキスバンシ 9 ン邸
,•· 
通沿配讐の纏Ill.汲水

⇒需点珍笏瓢
●観匹99Uによる配包破111i

●受水19天販磁in
●』皇俎沈下 による3l込閲配℃磁iH ●受 9Kl9ジョイン

L●重量塁匹の 19U

卜狐からの温水
（アンカー｀断）

図4.6-1 建築設備地震被害マッブ

（建築設備 '95-10) 
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②部屋別、部位別被害状況

a．設備機械室

設備機器類に共通して基礎の被害が多い。また、防振設置機器において移動 ・転倒防

止ストッパーの無いもの、不十分なもののずれ移動が多くみられる。

一方、回転機器類で目立った損傷が無く、運転再開を急いだため、軸芯ずれなどによ

るペアリング損傷といった副次的被害も聞かれる。

1)地下階機械室

機器のゲタ基礎転倒がときに聞かれたが、主に天吊り機器の揺れ、衝突による配管、

ダクトの損傷程度である。機器類の固定措置が十分な場合、設備としての被害はあまり

多くみられない。目立ったものは、可動性（キャスタ付など）のものと防振設置機器の

移動、受水槽天板の損傷などである。

2)中間階または高層階機械室

建物の階層の内、建築的に被害の大きい階にある機械室で機器移動、置き基礎転倒な

どが発生している。

b．屋上または塔屋階設置機器とその周辺

ここでは、高層水槽と冷却塔の被害が大きい。その他、屋外設置型チラーや膨脹タン

クの転倒、槽架台損傷も見受けられた。

1)水槽類

水槽は多くが、槽の天板や側板の上部が損傷し、大型槽で外見は異常無しでも、内部

仕切板（流水迂回用）の破損、脱落による送水障害があったという話も聞かれた。これ

らは槽内水のスロッシングによるものと思われる。

また、調査範囲の中では飲用（上水）水槽に被害が多く、雑用水槽、井水槽などは比

較的無事であった。その要因詳細は不明である。

2)冷却塔

冷却塔は中小型のものでは置き基礎の転倒、移動による倒壊、大型で角形のものは、

充填材支持部分の歪み、崩れといった損傷が目立つ。

C．建物外周、導入部

建物自体は基礎ぐいで固定されているが、周囲地盤が不等沈下を起こしたため、配管

損傷が多発した。ここは建物内のライフラインにつながる所であり、この部分の損傷が

およぽす影響は厳しい。

1)建物導入部配管

地盤沈下に程度の差はあるものの、中央区を中心に各所で10~20cm程度みられ、液状
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化現象のひどかったポートアイランド内の建物では周囲地盤が50~60cm沈下していた。

可撓性の少ない配管はそのほとんどが破断し、伸縮継手も伸長許容範囲を越えて伸びきっ

てしまったものもあったようだ。

2)屋外水槽など

地上設置の受水槽が地盤沈下とともに沈下したため、接続配管が損壊したものがあっ

た。また、わずかとは言え（約1~2度） ｛頃いたものもあった。一方、地中埋設の排水

槽などでは特に被害は聞いていないが、漏れなどはすぐには分からないこともあろう。

d．屋内配管 ・ダクト全般

配管もダクトもそれ自体が地震応力によって破断、損傷したものはみられなかった。

機械類の移動や揺動、また、建築躯体の損傷などに派生して被害を受けたものがほとん

どであり、被害傾向としても様々である。

1)配管

装置、機器類の移動により、非金属管では破断、鋼管ではネジ山のつぶれ、抜けなど

があった。また、建築躯体の損傷に伴って、衛生器具まわりの配管に漏れが発生したも

のもみられた。機器類の衝突による保温外被の損傷、キズといった程度のものは多くみ

られる。

配管系自体の被害としては、配管吊り支持固定部の躯体への取り付けナットの抜けが

みられた。なお、事後未使用、無負荷の系統も多々であり、運転状態における異常の有

無確認はまだ全てではない。

2)ダクト

機器類の移動、揺動にともなってダクトの変形、つぶれが発生し、特に機器のまわり

のキャンバスダクトのフランジ部破断が多くみられた。

ダクト自体の損傷は、支持部のタップビスの抜けがみられる程度である。

e.電気室、エレベータなど

1)電気室

電気設備系では、キュービクルの転倒、移動が多かったようだ。今回の調査時には既

に修復されているところがほとんどであった。また、変圧トランス（概600X600X

1200H)にキャスター付きのものがあり、固定装置がないため大きく移動し、そのため

配電銅板が短絡してしまったのもあった。

2)エレベータなど

建築構造物の大きい部位の運転は不可となっているが、エレベータ設備としてはワイ
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ヤ、ロープの損傷が多少あった程度ということで、周囲の被害の割にはエレベータ筐体、

動力への被害は特に聞かれなかった。

特殊なものとして、搬送設備（コンベヤー）において近傍配管の移動により、接触障

害の生じた所があった。

f．防災設備他

1)非常電源

自家発電装置自体の損傷例はみられなかったが、燃料が都市ガスの場合、ガス供給停

止のため稼働できないところが多い。また、稼働できても冷却給水系が損傷を受け、運

転不能となったところも多かった。

なお、蓄電池は短時間にて消耗し、停電期間は維持できなかったということを聞いて

いる。

2)消火、防災

スプリンクラーは天井損傷に伴って損傷を受けた部位が数ケ所あったと聞く。ただし、

停電したところは配管内保留分の放水で被害は小さいが、自家発電稼働、消火用水槽も

無事であったところは散水によるかなりの二次的被害が発生したと聞いている。

排煙口もしくはその周囲建材に歪みが生じたため開閉不能となったところがあったよ

うにも聞いたが、今回の調査では特に確認できなかった。

屋内消火栓は壁にクラックが走っていても消火栓ボックス自体の歪みはほとんどみら

れず、開閉も特には支障がなかった。ただし、配管部の異常は現時点では確認できてい

ない。 （空衛 '95-4,5) 

③被害率別の被害状況

建築設備の地震被害のうち、特に被害数が多かった部位と状態を述べると、つぎの通

りである。

a. ［建物被害率50％程度］ ：地中埋設配管折損や亀裂、排水桝との接合部破損、建物導

入部配管折損等破損

b. ［建物被害率30％程度］ ：受水槽や高架（置）本槽本体及び周辺の破損、厨房器具等

の移動 ・転倒及び周辺の破損、電気温水器の移動・転倒及び周辺の破損と水損、スプリ

ンクラーヘッド破損と水損、制気口類の変形・脱落、膨脹水槽の移動 ・転倒及び周辺の

破損

b.［建物被害率20％程度］ ：冷却塔本体及び周辺の破損、エアコン等室外機の移動・転

倒及び周辺の破損、屋上横走り配管の移動等及び破損

d. ［建物被害率10~15％程度］ ：大型熱源機器移動・転倒及び周辺破損、パッケージ空
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調機やファンコイルユニットの移動 ・転倒及び周辺破損、天吊機器のずれ及び配管・キャ

ンバス継手など破損、ダクトの変形、ガラリ接続ダクト変形、天井材変形 ・脱落に伴う

スプリンクラー枝管破損

e. ［建物被害率5％以下であっても重要視する被害］ ：消火配管（立管及び天井内配管、

分岐枝管を含む）亀裂・折損 ・水損。ヘッド（泡消火、ハロゲン化消火設備とも）破損、

排煙口変形 ・脱落及び機能不調、ダクト落下、建物エキスパンション部通過配管の破損

及び水損、屋内消火栓箱扉破損など。 （空衛 '95-10) 

(2)電気設備の被害

①総論

電気設備の中で被害数が多いものは、照明器具である。設備も含め全てにわたって健

全、すなわち無被害という某ホテル（三宮駅北側500mに位置する建物）でもシャンデ

リアが天井に当たって破損したが、この一個ぐらいは数の内に入らないとみている。と

いうことは、照明器具の小数の被害も含めると、建物としての被害率は高くなるが、そ

れらの少々の被害を除いての電気設備の建物としての被害率は20％前後であり、空調、

換気設備の被害率と同程度とみる。 ・

照明器具の被害が多くでた天井部は一般仕上げ天井材であり、 天吊り型、埋め込み型

などの器具に被害がでた。事務室天井に多く採用されているシステム天井では、天井材

の落下は随所にみられたが、設備ライン中に設けられている照明器具は天井スラブから

の支持固定であり、独立支持を行っていたことから全体に被害が少なかったが、 一部に

Tラインバーの変形で照明器具の脱落があった。

受変電設備の中で、屋上設囮されているキュービクル本体の変形 ・移動、内部設置の

変圧器の据付部アンカーなしか、あっても強度不足による移動・転倒、それに伴う周辺

の主配線の損傷などがかなりみられた。オープンフレームの電気室でもフレームの崩壊

や変形、変圧器の移動、転倒、それらに伴う、配線上の損傷があった。これらは主に機

器・機材の基礎部などの強度不足、アンカーボルト強度不足等が原因であるが、特に防

振装置付きの場合に転倒防止ストッパーを設けていなかったことによる。これらの被害

率は25％程度以上とみられる。

発電機設備においても、油槽、油配管、付属配電盤、冷却水配管、付属冷却塔も含め

機器周辺に中程度の被害をもたらした。蓄電池設備でも、キュービクル型、オープン型

とも、 一部槽亀裂などの液漏れが生じ、数が少ないが短路による火災発生も起こったが

部分損焼に終わった。

動力盤関係にも移動、転倒、これらに伴う配線損傷が発生した。動力配線の損傷は盤

関係、非構造材変形等によるもの、幹線周辺部材の揺れによるもの等により被害が発生
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したが、被害としては、 25％を超えている。

震度7地域では、屋上に設置されている避雷針用鋼棒が中間で曲げ変形を生じた被害

が多く発生した。 これは横揺れによる強度不足とみられる。 （建築設備

電気設備の被害について、部位別の分類を図4.6-2と図4.6-3に示す。

aa.Ill 
紅［6!11公I

芹？`“コVi
31 (I事flt)

'95-10) 

図4.6-2 電気設備部位別被害事象（重点被害地域） 図4.6-3 電気設備部位別被害事象（その他地域）

重点被害地域では、端末機器、盤類、受変電設備、非常電源設備、配線の順になって

いるが、各部位毎の被害事象数の差は少ない。

被害事象数が一番多い端末機器における被害は、 一般照明が大部分であり、主に照明

器具の落下である。 システム天井における照明器具の落下はほとんどみられていない。

受変電設備では、受変電キュービクル及びオープンタイプ電気室内の配電盤、変圧器

の被害事象が多い。

非常電源では蓄電池設備、自家発電機設備の被害が多い。

その他地域では、端末機器の被害が68％と半分以上を占め、受変電設備の被害は少な

く、非常電源設備の被害はない。 これは、重点被害地域では地震力が大きかったため、

受変電設備など大型の設備まで被害を受けていると考えられる。端末機器における被害

は、重点被害地域と同様に一般照明が大部分であり、主に照明器具の落下である。 シス

テム天井における照明器具の落下はみられていない。その他の端末機器の被害としては、

避雷針ポールの曲がりや突針の落下などがある。 （建築設備 '95-10) 

電気設備の被害事例と電気工作物に係わる被害、供給支障状況を表4.6-3と表4.6-4に示

す。引込み設備の被害の特徴としては、架空引込みでは、建物・電柱の損壊、傾斜によ

る家屋側支持点外れ、地中引込みでは、構内柱倒壊による管路立ち上げ部でのケーブル

損傷が多かった。
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表4.6-3 阪神大震災による電気設備の被害事例

＼ ．被書事A例、 ・.:.. :,ー．原 ぶ`i,.因 ， .,． ...'＇ . ·.. • ｀ヽ •' 対策および検討事項
,, 地中引込みケープル ・建物周囲の急激な地盤沈下（上昇） ・管路材にフレキシプルなものを使用
;’・・ 損傷 ・引込み口直近でケープルに余裕を持たせる．
}•そ:
屋上設置受電キュー

・基礎およびアンカーポルト強度不 ・基礎は躯体に強固に固定
：受

足 ・アンカーポルトの選定は強度計算を行い，十分
r ・． 変 ピクル転倒

余裕を見込む（耐震設計・施工指針参照）．

鸞 変圧器移動・転倒 同上 同上

設 ・非常照明などの負荷と共用のため •他負荷との共用を避ける．

傭
直流操作電源断 放電完了

i ・直流電源装置損傷
.・.ゞ ・外壁損傷などで地下水噴出 ・電気室の床を一般の床面より高くする．
ヽヽー~ 曹^  電 気室浸水 ・停電で地下水排水ポンプ停止.. 

岱
・基礎およびアンカーポルト強度不 ・基礎は躯体に強固に固定

屋上パッケージ式 足 ・アンカーポルトの選定は強度計算を行い．

．．発i 
発電設偏移動・転倒 十分余裕を見込む（建築設備耐震設計・

施工指針参照）．
・市永断水 • ・風冷エンジンを使用

＇ 
冷却水断水 ・受水槽，高架水槽などの給水設備 ・専用の冷却水水槽を設け，専用の冷却塔

損傷 を設ける．

・配管ルート．固定・支持方法に問 ・配管ルート，固定・支持方法，フレキシ

嬰冷却水配管損傷 題あり． プル継手の使用箇所を十分検討（建築設

偏耐震設計・施工指針および自家用発電

i i 
設備耐震設計ガイドライン参照）

燃料配管損傷 同上 同上

・燃料補給をしていない． ・燃料の搬入・補給の容易な設計（現状の

燃料切れ
•長時間運転の設計でなかった． 設傭では人力搬入が多い）

・燃料タンク，冷却水槽など長時間運転が1 

i 可能な設計とする．

・碁礎およびアンカーポルト強度不 ・基礎は躯体に強固に固定
' . 
充電器盤および蓄電 足 ・アンカーポルトの選定は強度計算を行い，
直
池架台転倒 十分余裕を見込む（建築設偏耐震設計・
流 施工指針参照）．
電 蓄電池セル架台より ・落下防止装置の不具合 ・適切な落下防止装置を使用（メーカーに
・濠 落下 指示）

設 蓄電池セル液漏れ ・保守，メンテ時の作業不良？

鑽 蓄電池セルケース損
・振動により隣接セルまたは架台と ・適切な同定装置を使用（メーカーに指ホ）

， 
傷

衝突？

・衝撃に対するケースの強度不足か？

配管とプルポックス ・施工不良？ ・正しい施工

幹
が離脱

・吊りポル．卜およびアンカーの抜け ・アンカーボルトの選定は強度計算を行い．

繍 ケープルラック落下
落ち 十分余裕を見込む（建築設偏耐震設計 ・
•横揺れによる吊りボルトの変形 施工指針参照）．

設
・必要に応じ，振れ止めを行う．

傭 地絡・短絡による送
・幹線部分以外での地絡・短絡原因 ・幹線はできる限り多系統化する．バスダ

電不能
が多い． クトの場合は給電範囲が広く．復旧に時

間を要す．

・基礎およびアンカーボルト強度不 ・アンカーボルトの選定は強度計算を行い，.. 
動力制御盤転倒 足 十分余裕を見込む（建築設備耐震設計・
動 施工指針参照）．

rヵ地階設置動力制御盤 ・外壁損傷などで地下水噴出 •動力盤の基礎のかさ上げ

・llt 
浸水 ・停電で地下水排水ポンプ停止 ・重要な盤（排水系）は地階設置を避ける．

・列盤へ複数系統の幹線があるにも • 制御電源は各幹線より供給
傭
制御電源停電

かかわらず制御電源が共用されて

おり，その幹線停電で全系統操作
•9,:. 不能

•, ' 
露出V型蛍光灯管 ・振動により後置き什器と接触か？ ・器具の選定 ・配置に注意

憮
球落下

埋込みダウンライト ・器具固定天井面の振動 ・落下しない限り問題なし？

明 器具の器具ずれ

設 パイペン器具吊りパ
・固定方法不良 ・適切な方法で固定し．必要に応じ振れ止

'. イプ損傷および脱落
・吊りパイプが長いにもかかわらず めを施工

“ 
振れ止めがない．

レースウェイ取付け ・振れ止めがない ・必ず振れ止め施工を行う．
，̂ ． ・‘ 蛍光灯落下

翡
壁掛式スピーカ，時 • 取付金物が落下防止金具でない？ ・落下防止金具を使用する．
計落下
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表4.6-4 電気事業用電気工作物に係わる被害、供給支障状況

被害設備の種類
被害設備数

被害箇所数 主な被害箇所及び単位

発電設備 JO発電所 20 ポイラー．ガスタービン

架空送電設備 23線路 62 支持物，碍子，電綜等

｀地中送電設備 102線路 905 
ケープル．管路．マンホー
ル等

変電設備 50変電所 181 変圧器，遮断器．断路器等

架空24,395 支持物．電繰．柱上変圧器
等

配電設備 649回線
ケープル，管路，マンホー

地中 2,829
ル等

保安通信設備 76回線 171 通信ケープル

【供給支障について】

• 1月17日5時46分の地要発生直後の供給支障電力は283.6万 kW,
停電需要家数は約260万軒であった (1月23日15時応．急送電完了）。

• 77kV受電自家用の供給支障件数は 70件。供給支障継続時問は 19分
～約30時間であり，ほとんどは3時間以内に復旧している。

受 ・変電設備では、キューピクル方式と組立式とがあり、キューピクル方式の被害が

ほとんどであった。

特徴として、建物の振動による転倒 ・移動、傾斜が多い。

高圧機器については、変圧器、変成器及びコンデンサのずれ、転倒などの被害が多く

みられた。 （電気と工事 '95-7) 

②受変電設備

受変電設備の被害状況は、そのほとんどが水平移動、もしくは盤及び機器の転倒であっ

た。その被害の程度は、ビルの立地によって著しく異なり、同じように設筐されている

隣接したビル間でも被害の状況に大きな差が発生している。この状況は、ビルの地盤や

構造に大きな差があったと考えられる。ピル内の設置場所別にみると、やはり地下層に

設置された機器に被害が少なく、屋上等の高層部に設置された機器に被害が最も大きい。

オープン電気室では、重贔物の変圧器 ・コンデンサ等が移動し、 MOF・OS・PA

S等がフレームから吊り下げられている場合で、しかも設置階が高層階のケースでは大

きな被害が発生している。

電気室で転倒しているものは、シンダーコンクリートにホールインアンカーボルトで

固定しているものが多く、ほとんどの場合アンカーボルトがコンクリートの破壊で抜け

ている。

今回の地展は、 水平振動だけでなく相当な上下振動があったものと想定される。シン

ダーコンクリートは、 一般的なコンクリートに比較して引張り荷重耐量が低いため破壊

したものと推定される。
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また、変圧器の防音対策として設ける防振装置に被害が出ている。防振装置を設置す

る場合はストッパー等の取付が欠かせない。 準築設備 '95-11) 

屋内に設僅された開放形受変電設備の例は、変圧器などのアンカーが十分でなく、転

倒しており、建物の傷みも大きかったこともあり、復旧されないまま放囮されていた。

他の建物に採用されていた屋内キュービルク型受変電設備に、ほとんど影響がなかった

ことに比べ、開放形は地震に弱いように感じられた。

電気室に設置される他の機器類において、直流電源装置などは備品扱いと同様に扱わ

れていたせいか、アンカーも十分でなく転倒して液がこぼれ、設饂離間があったため大

事に至らなかったが、健全であった受変電設備やピットのケーブルに影評を与える寸前

であった。

設備全般に言えることだが、 躯体と同様な動きをしていれば、 電気機器本体の地痕に

対する影響は少なく、振動に弱い誘導形継電器など十分な事情聴取はできなかったもの

の、機器・部品類の故障が少なかったことが、電気設備の早期復l日につながったものと

思われる。アンカーボルトを仕様どおり完全に施工し、維持保全で機器・ケーブル類の

取り付けボルトの増し締めなどを日常・定期点検で気をつけていれば、被害を最小限に

くい止められるものと思われる。 （電器と工事 '95-7) 

1)特高需要家の被害状況

特高需要家の被害については表4.6-5の左辺に示すように、被災地域に設置された需要

家333件の約18％に該当する60件が被害を受けている。 （神戸市域は約23%)

特高需要家はほとんどが製造業の工場、大規模店舗、電鉄用変電所であり、事業場全

体にわたり建物、製造設備を含めて大きな被害を受けている。

被害を受けた60件のうち特に被害が重大であった需要家は28件であり、その内訳は神

戸市域内の需要家が18件、周辺地域が10件となっている。これについて個別調査の結果

等から分析した結果、前者においては中央区、灘区、東灘区、後者は西宮市に位償する

需要家の被害率が大きく、尼崎市、伊丹市は被害需要家数が多い割にはほとんどの需要

家の被害が軽微であるといった傾向を示している。

2)高圧需要家の被害状況

高圧需要家の被害については表4.6-5の右辺に示すように、被災地域に設骰された裾要

家14,577件の約9％に該当する1,325件が被害を受けている。 ．（神戸市域は約24%)

高圧受電設備や負荷設備は特高設備に比較して、一般的に設計・施設基準が緩く、ま

た、建物に取り付けられている屋内配線や機械器具等は建物の倒壊等に伴って損傷する
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ケースが多いため、地震の影響を被る度合いが高かったと考えられる。

上記高圧需要家における個々の設備被害については表4.6-6に示すように、引込設備

（電気路等）、受変電設備（キュービクル等）、変圧器、負荷設備の被害率が大きかっ

たが、低圧設備の被害については報告されないケースが多いと考えられるので、 負荷設

備の被害は本表の数字にとどまらないものと思われる。

表4.6-5 地震被災地区における自家用電気工作物被害件数（需要家数）

特別高圧 渦 圧

地 区 需要家数 被害需要家数 需要家数 被害需要家数

神戸市垂水区 4 

゜
238 28 

須磨区 8 

゜
375 43 

長田区 3 2 148 147 

兵庫区 3 3 186 81 

中央区 23 7 636 294 

灘区 35 3 876 95 
東灘区 34 10 926 125 

神戸市域小計 110 25 3,385 813 

明石市 33 

゜
2,062 54 

芦屋市 4 I 208 4 
西宮市 21 5 1,205 II 

宝塚市 17 2 961 3 

伊丹市 26 ， 754 
゜尼崎市 63 18 l, 732 12 

川西市 11 

゜
664 

゜市域未区分

゜
389 

周辺市域小計 175 35 7,586 473 

淡路島全域 6 

゜
906 14 

大阪府豊中市 42 

゜
2,700 19 

合 計 333 60 14,577 1,325 

表4.6-6 設備被害の状況（高圧需要家）

【対象地区のみ］--

弓l 込 設 傭 266 

受 変電 設備・ 224 

変 圧 器 186 

開 閉 器 24 

計器用変 成器 34 

その他の機器 24 

配 分 電 盤 45 

負 荷 設 備 147 

発 電 虹a 偏 22 

そ の 他 26 

＾ ロ

計 998 

（生産と電気 '95-8) 
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③発電機設備

発電機設備本体の破損例として、他の物体が物理的に衝突し、またはスラプ陥没以外

で破損した例は報告されていない。若干のビルでは屋上に設置された発電機の置き基礎

が破損したり、打込アンカーボルトが抜けた例が報告されているだけである。

災害時に最も重要な発電機設備の被害状況は、大変複雑で多岐に亘っている。本体が

いくら頑丈でも、システム全体として対策がなされていなければ稼働は不可能である。

主なトラプル例を揚げると、

1)冷却水断水による停止（市水断水・高架水槽転倒・給水管破損・タンク移動）

2)燃料油不足による停止（燃料タンク破損・タンク移動）

3)給気排気ファンの破損による停止

4)排煙用煙突の耐火レンガ崩壊によるエンジン停止

5)高圧切替盤 ・配線破損による停止

6)メンテナンス不良 （建築設備 '95-11) 

しかし、対象の自家用発電機室は、地階、 1階に設けられており、目視であったが、

自家発本体、燃料・冷却配管に亀裂（クラック）もなく、支持も地震による影響はみら

れなかった。ガスタービン式は給排気の関係で、地震の影響の大きい最上階に設置され

ることも多いが、今回頃爽証できなかったことは残念に思う。 （電気と工事 '95-7) 

④蓄電池設備

蓄電池設備の被害では、電槽の破壊が殆どである。これは、電池の据置型 ・キュービ

クル収納式にかかわらず発生している。キュービクル収納のものは、電池架台の変形・

破損によって電池が転倒したり、スペーサ取付不備による電槽の破損 ・移動などが主な

被害である。またキュービクル式は、電池の引き出し機構とストッパーに問題が多く潜

んでいる。開放据筐型の電池も電槽間の振れによる干渉と接続導体が銅バー式のものは、

振れの吸収ができず電槽の破損につながっている。

蓄電池設備は発電機設備と並んで重要な設備と位置付けられるので、建物が破損され

た場合でも避難のための非常照明は絶対欠かすことができない。最低30分～ 1時間の照

明が必要である。

今回の裳災で神戸三宮地区においては、かなりの件数で何ら＇かのバッテリ異常が発生

した。これは、大型のバッテリほど影響が大きく、今後大裳災を想定した非常照明電源

の対策を確立することである。 儘築設備 '95-11) 
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⑤監視盤設備

当設備は概ね無傷であった。これは設備階が1階、地階という条件の良い所に設置さ

れていた事と、重量機器類もなく CRT及び書類ロッカーが動いた程度である。

トラブルとしては、書類関係のロッカー移動によって二次波及災害により配線が損傷

し、遠方操作ができなかったようである。日常より遠方操作に頼らず手元操作も熟知し

ておく必要がある。また、 UPS無停電電源装置を設圏していないピルでは、蓄電池に

被害があれば監視としての機能が発揮できないので注意しなければならない。

（建築設備 '95-11) 

⑥幹線設備

幹線設備は、被害の比較的少ない設備の1つである。その中で最も被害の大きかった

ものは、金属ダクト設備であった。これは、ダクトのフレキシブル化 ・補強が困難なた

め分離 ・変形が多くみられた。配管工事も、プルボックス部でパイプが外れるケースや、

カップリング部での座屈が見受けられ、電線接続部の絶縁テストに大変手間がかかった。

また幹線設備ではケープルラック工事が最も一般的であり、数多く施工されている。こ

のケーブルエ法は、振れに強くピルの縦幹線に施工している所では階毎のラック固定が

十分な為被害は出てない。しかし、長スパンルートで太物のケープルを乗せている横引

き部分で振止めがない場合は、ラックの移動 ・変形が出ている。 （建築設備 '95-11) 

⑦動力設備

動力設備では、電力供給先である機器が地震の影響を受けていない場合に配管配線に

異常はない。但し、例外的に屋上にある機器への配管やケーブルラックが、シンダーコ

ンクリート上に置き基礎で支持固定されている場合に、基礎の移動で配管配線が損傷を

受けている。

最大の問題点は動力盤の転倒及び移動である。これは、空調機 ・ ポンプ ・ ファン • 生

産動力機器の影響を受けてシンダーコンクリート基礎ごと転倒している例や、打ち込み

アンカーボルトが支持コンクリートの破壊で抜けて転倒している例などが報告されてい

る。

防振装置をセットしているモーター類で高層階設置の動力は、防振装贋の破損で配管

配線に大きな被害を出している。 （建築設備 '95-11) 

動力設備については、ほとんどの機器が停止状態にあったことも幸いしてか、主機械

室が地階に設けられていることもあり、動力制御盤の損傷をはじめ、電気設備的にはほ

とんど損傷がみられなかった。ポンプ類、空調機器の本体にも影響がみられず、一部の
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基礎に亀裂がみられる程度であった。 （電気と工事 '95-7) 

⑧電灯コンセント・照明器具設備

当設備は、照明器具に多くの被害が発生したが、落下に到ったケースは殆どない。こ

れは、器具の台数も多く形も千差万別で、他の物体より影響を受けて被害を多くした原

因になっている。また落下が少なかったのは、器具の重量に対して吊ボルトが堅固であ

り、その上ケープル・電線で繋がっているからだと考えられる。

ここで注意を要する点は、プラケットのガラス飾りやシャンデリアの飾りが多く落下

していることである。 （建築設備 '95-11) 

表4.6-7 照明器具の被害例
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今回の地震で床面は机上の書類・備品類の転倒で散乱していたのに比べ、不思議にも

天井面の被害は少なく、照明器具をはじめスピーカー、各種感知器類、天吊りカセット
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形空調機、アネモなど落下しているものはなかった。仮設的に増設していた蛍光灯直付

け器具が落下していたのに、照明器具を単独に吊りボルトにて取り付けることが守られ

ていた照明器具の落下はなかった。

しかし、照明器具下面にルーバーを使用しているものでは、ルーバーが落下しており、

コードペンダント、シャンデリア系統の吊下げ照明器具は、落下はなかったものの、揺

れによる部品の落下、器具同士のぶつかり合いや、壁面とのぶつかりで破損していた物

も一部見受けられた。 （電気と工事 '95-7) 

⑨弱電設備

この設備も被害の数は比較的多く発生したが、内容的には重大な問題となっていない。

自動火災報知設備・非常放送設備については、今回トラプルの報告は少なく大事に至っ

ていない。 健築設備 '95-11) 

調査対象物件で火災にあったものしまなく、火災報知設備に支障は出ていなかった。ま

た、各ビルとも営業時間外であったので、運転上のトラブルもなく、電話設備、放送設

備、テレビ共同聴視設備など通信設備にも被害はみられず、ビル復旧と同時に使用され

ていた。 （電気と工事 '95-7) 

(3)給排水設備

設備の中で最も被害率が高かった給排水設備は、特に生活に欠かせない飲料用として

のライフラインにつながるものであり、飲用水は1日として欠かせないことから社会的

にも注目された。設備被害率で給排水設備を示すと50％程度と推測する。すなわち裳度

7地域では設備被害率は100％に近い。しかし現場調査した中での建物で、全ての設備

において被害が0という例もあるから80~90％程度ともいえよう。

給排水設備の中で最も被害数が多かった部位は埋設配管・建物導入部である。 官庁施

設関係のみ対象とした調査報告では埋設配管 ・建物導入部が給排水設備の中で50％前後

を占める。つぎに建物としての被害率として大 (25％程度をこえる）の項目として水槽

類がある。 屋上等設樅の高置・高架水槽であり、 FRPパネル、 FRP一体型が被害が

多いが、鋼板パネル型、鋼板一体型も含まれる。水槽の被害の部位として、 天板破断が

今回の被害での特徴である。側板破断、パネル亀裂、 全体の移動・転倒もある。しかし

水槽被害の中で被害数の多かった部位はバネル継目のボルト等のゆるみによる漏水であ

る。槽内部の溢水用排水管仕切板及び仕切板周辺接続部配管など内部及び周辺にも及ん

でいる。据付部アンカー破断・引抜けや基礎本体の破損もある。アンカーの後打ちに多

く用いられている樹脂アンカー（ケミカルアンカー）の引抜け破損もみられたが、この
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件については釧路沖地震被害報告等にも指摘されているが、この場合は、施工精度、もっ

と平た＜言えば施工時の容易さからくる施エミスによるものであると言われている。

漣築設備 '95-10) 

給排水衛生 ・消火設備の被害について、防災設備である消火設備と給排水衛生設備に

分けて述べる。

消火設備の機器、配管別被害事象を、図4.6-4と図4.6-5に示す。

重点被害地域においては、消火配管破損による漏水などの被害事象が51％と半分以上

を占めている。次にスプリンクラーヘッド破損による漏水などの被害が23％と大きい。

その他地域では、スプリンクラーヘッド破損による漏水などの被害が44％と一番多く、

次に消火配管の破損による漏水などの被害が39％となっている。

給排水衛生設備の部位別被害事象を図4.6-6と図4.6-7に示す。

重点被害地域においては、高架水槽側板や天板の破損などの基幹・搬送に関する被害

が42％となっている。

その他

101【4:＇‘a)

図4.6-4 消火設備被害事象（重点被害地域）

図4.6-5 消火設備被害事象（その他地域）

ニ末塁公

!OS (20!＂公I

図4.6-6 給排水衛生設備部位被害事象

（重点被害地域）

Q未ほ召
“[6り1公I

図4.6-7 給排水衛生設備部位被害事象（その他地域）

その他地域では、配管に関する被害が67％と非常に多く、基幹 ・搬送に関する被害は

27％と減っている。両地域とも、端末機器に関する被害は少ない。 頃墳§設備 '95-10) 
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下水道施設の被害のうち管きょについては、まず、末端管きょ及び取り付け管を中心

に多数の被害がみられた。幹線管きょでは流下不能になった箇所こそ多くないものの、

管が破断し一時的に送水が不可能となった例もみられた。被害の発生部としては、マン

ホールと管きょの接続部、取り付け管と本管や公共ますの接続部に多くみられた。さら

に、護岸部の吐き口の損傷等も報告されている。

下水処理場では、兵庫県、大阪府、京都府の43処理場が被災し、このうち兵庫県下の

8処理場では、処理機能に影響を及ぼす深刻な被害であった。

下水処理場 ・ポンプ場の被害形態としては、地盤の液状化によると思われる水路の不

同沈下、配管の破断や配管基礎の浮き上がり、護岸付近の側方流動によると思われる基

礎杭の損傷及び水槽内や導水きょ等の継手部の破断と目開き、伸縮性等の不足による水

槽や管廊の継手部の破断とそれに伴う管廊内設備の冠水等が挙げられる。一方、地盤の

液状化対策を行った下水処理場では、周辺地盤が液状化したにもかかわらず被害が軽微

であった例もみられた。

①幹線管きょの被害

幹線管きょのうち一部の雨水幹線で、側壁の崩壊（石積）や倒壊（コンクリート）、

スラブの破損、ボックスカルバートの損壊や地下鉄の上部地盤の陥没による破断等が生

じ、流下機能が損なわれた。

汚水幹線については、神戸市では地下鉄の上部地盤の陥没による破断、シールドニ次

覆工のクラック、汚水圧送のための水管橋の落橋等の被害があった。

②枝線管きょの被害

1)液状化による管きょの変位

一部でマンホールの突出がみられた。これは、 基礎地盤や埋戻し材の液状化によっ

て管きょに浮力が生じたためであり、液状化対策が必要である。

2)管きょの破損位罹

被害傾向として、マンホールに近い管に亀裂等の被害が集中している。兵庫県南

部地痕においても、これまでに収集した資料の範囲では同様の傾向がみられる。

これは、地震時に管きょとマンホールの動きが異なるため、マンホールとの取り付け

部に応力が集中しやすく、また、剛に接続しているため破損するものである。

③マンホールの被害

円形プロックの割れ、側塊のずれが多数生じている。

④取り付け管、排水設備

取り付け管、排水設備の閉塞や破損は管きょ被害の約7割近くを占めている。

⑤伏越し、雨水吐き及び吐きロ

埋立地に多くの被害が発生しており、大部分が地盤の液状化やそれに伴う側方流動が
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原因とされている。雨水吐きや吐き口も同様に大きな被害を受けている。

（下水道協会誌 '95-6) 

(4)空調・換気設備

空調、換気設備の被害は、敷地内埋設管や建物導入管の数が少ないことにより、給排

水設備の被害率よりかなり低い。逆にいえば、埋設管・建物導入部管の被害を除いた分

だけ、被害率が下がったとも言えよう。前述と同じ建物としての被害率で言えば、 20%

前後である。この20％前後の値をこの大地震では少ないとする人もいるが、筆者として

は、被害が大の部類に入ると考える。基礎本体の大きさ、構造体と連結した基礎かどう

か、アンカーボルトを取り付けていたが、転倒防止ストッパーが取り付けてあったが、

フレキ継手近くで配管に支持固定されていたかなどの耐震処置の不足による被害例が多

い。

被害数として多い項目としては、冷却塔の本体、内部充填材、内部補強材、コンクリー

ト基礎本体、本体周辺配管などに及ぶ。ついで、ビルマルチェアコン等小型エアコンの

室外機の移動・転倒、周辺配管の破損であるが、この場合は、大部分が束型かようかん

形状の骰き基礎である。建物竣工後の回収や増設追加工事で、このように置き基礎をビ

ル屋上に設贋したと聞いている。エアハンドリングユニットやパッケージ空調機、小型

機器のファンコイルユニットやビルマルチ室内機（床懺き、天吊り共）に被害が発生し

ているが、多くの場合、アンカーなし、アンカー強度不足、吊りボルトに揺れ止めなし

などの場合である。これら機器の移動等により付属の配管に破損被害がでている。配管

の被害の多くは、機器付属配管である。数は少ないが、 主管から分岐した枝管や給水、

ドレン管などの細物配管や塩ビ材を用いた配管などに被害がでた。

ダクト関係としては、制気口のずれ、脱落、ファン前後のキャンパス継手破損、ガラ

リとダクト接続部、主ダクトの変形、分岐ダクトの脱落などの被害ある。大空間である

体育館やスーパーマーケット等の天井材は通常の事務室天井材に比較して天井材の揺れ

巾が大きく、場所によっては天井材の落下がみられた。これら天井材の被害によって制

気口や付属のダクトに被害が生じたことも原因の一つである。しかし単独に落下した制

気口もあり、また室内機化粧板の落下もみられた。 償墳t設備 '95-10) 

空気調和設備の部位別被害事象を、図4.6-8と固4.6-9に示す。

重点被害地域では、熱源機器設備の移動や氷蓄熱槽の天板破損などの基幹・搬送に関

する被害事象が51％と半分を占めている。以下、吹出口の脱落などの端末機器の被害事

象が17%、機器接続ダクトの損傷や脱落などのダクトに関する被害事象と枝管の破損な

どの配管に関する被害事象が、それぞれ16％となっている。
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その他地域では、氷蓄熱槽の天板破損などの墓幹・搬送に関する被害事象が34%、冷

温水配管継手部からの漏水などの配管の被害事象が29%、端末機器の被害事象は24％で

あり、ダクトヘの被害事象は9％である。

計公
ダクト 4X (2!11:.iiJ 

!ll (5 

図4.6-8 空調設備部位別被害事象（重点被害地域） 図4.6-9 空調設備部位別被害事象（その他地域）

（建築設備 '95-10) 

(5)昇降設備

昇降機関連設備としての建物被害率は高く40％程度とみるが》 これは給排水設備につ

いで大きい。被害として大きいところの部位等をみると、構造体や非構造体の影響によ

る乗場ドア周辺での変形 ・破損、かご室やかごドア、かご枠やかご上下の機器に対して、

変形や非構造材落下による破損が生じた。昇降機やピソト内の冠水、ガイドレールやレー

ルブラケットの変形、アンカーボルト抜け、ガイシュー変形、 つり合いおもりの脱落や

落下、巻上機やモータジェネレータと制御盤の移動や転倒が生じた。

調査を行ったエレベーター5,005台のうち地震により何らかの影響を受けたエレベー

ターは1,208台である。 この影響を受けたエレベーターで感震装置作動による停止など

の軽微な被害の物を除くと、 340台に被害を受けている。 エレベーター設備自体の被害

の多くは、 1981年以前に竣工した物件に多く発生している。基礎改定後の耐震設計基準

適用機器については、 主要機器（巻上機、制御盤など） の転倒などの大きな不具合は生

じていない。

エスカレーターについては、ほとんどの建物で大きな被害は発生していない。再使用

不可能な状況の被害が3事象（トラスの落下、 トラスの変形による）あるが、その他の

多くは軽微な補修で再使用可能である。 陣築設備 '95-10) 
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表4.6-8

昇降機の被害全容

昇降設備の被害状況

物損発生率の比較

保'、.f契 ,i'J代イ< I皮 ',I{; 閉じ込 人身
約合数 能台数 総台数 め件数 !lil& 

エレペークー ti5,08(j介 71)（if r 5.6(）4台 156/11= （）件-●-.. ＿ 
エスカレークー 7,826fi 293台 828台 0件
ホームエレペークー l,215f~ 22台 42台 0件 0件

,
1
3
6
,
 

※J.'U湛 llllu,｝／．p,19乳叫炭，1:.が創：．した近畿地区の各l(.f県
り切（り，し，大阪l(｛,）i(HIl(．tiuti県，な良県，fll：牧山県」

※保守契約台数·… • • l1 本エ レペーク協会会U会社が保守契約
している台数

※,l'Jtf利i肘台致……仕物9illかりで｝／．間1復が條PI!(}）｝| g！となら
l,i./J・っ！こIII{L!frtt

叩此9｛総台数·…… ••,t'Jtf:ィ＜能を含む 1杖，1{台数

エレペータの被害全容

似：I契約 祓，1A釦'i J.'Jfiイ；9此 物IIlf；数 11lじ込め
f r 数 tt (；|｛) { r tt (9i(） { :tt) 件数(;t(）

hl’ ’i, l i 7,l77(l 
l,fi:l•lfi li・l!,fi l．り1！！9{ ； 2リl’l・ 
(：i! i 1) （り．0) (Z'/.7) (（） 4 1 1) 

It M t,! 7,710f, 9 1 2 f ; 52台
!)2(）合 4 1’!: 

（餘 ~I•Ii iii) (12.6) (11.7) (11.9) (0.（）5) 
呻，

.iliは地 l,(
~0.11リ f,

1．リリHfi !)台 I,リHりf, 12:1('1: 
（詐Jihl10,t) (4.0) (0.02) (1.0) (0.25) 

合 it 65.（）06台
5,(iO,(fi 7UG台 4,1198台 156{'1' 
(II.Ii) (I UK) (7.5) (0.2~) 

月舟物lllf;数ー9げ1！を心としたfiH(；i¥）は似改約fi数に対する
,・,・ク）I t 96 

ii< l1h·,"公fバt-J.,lfi イ溝厨沿い•物IIlfrtt
なお，こd)AU)jTIUII』ftHI Iこ，ii.!収した。
物IIl{itt(；i(）に '9\ 、 •C, l•• Ku rぶI杖！がJfritに対すなi(,nt1 1 U 
』'1fi19ll止f;ttI.::iける；iQ:Lている．

新松lllr.;

乙パ；h|l｝’1』;1悶
近畿Jl!!I>(（除兵l91｛県） 0.03% 

I l l ij ；対応
49.4% 

21.2% 

5.8% 

効果井(

1.75 

2.38 

19'.i.3 

Il|rし数値は行t11より'}|Ill

※各％ILil如＇｛総台数＋保守契約台数
※効果；tiは (I「litの•1'j分；が） ＋（新怯の百分;jl)

機械室機器の移動 ・転倒

神 Ii 1 | I 

兵lIl(！，し（除神1-i11i) 
- -
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（建築設備 '95-11) 
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表4.6-9 兵庫県南部地震エレベーター被害状況（乗用 ・人荷用 ・寛台用）

地 域

耐震基準！ ①保守契約台数 1②調査不能台数プロック

Ia) | |  
新 4,298(59.9%) 182(4.2%) 

神戸市
18 2,878 l 46306.1 %) 
(bI 

I 小計 7,177 645(9.0%) 

la) 
5.375(69.7%) I 新 II(0.2%) 

兵庫県

I 
（神戸市

旧 2,335 41(1.8%) 
を除く）

lb) I 
小計 7,710 

I 
52(0.7%) 

ta) 
31.491 (62.796) I I 新 2(0.01 %) 

近畿地区

（兵虚県 1B 18,708 7(0.04%) 
を除く）

lbl 

l 小計 50,199 9(0.02%) 

（ ）内数値
（新18比率） |（調査不能台数比率）

(a)+(bl ！ ②＋① 

（注）新：昭和58年1月1日以紐竣工 （新耐震規準送用）

旧；昭和57年12月31日以前竣工

|③＝①-2 
調査可能台数

4.116(95.8%) 

2,416(83.9%) 

6,532(91.0%) 

5,364(99.8%) 

2,294(98.2%) 

7.658(99.3%) 

31,489(99.9%) 

18.701(99.9%) 

50, l 90(99.9%) 

（調査可能台数比率）

③＋① 

I ④ ・ 
地哀感知器 ⑤ 物揖発生台数

I⑥ ⑦ ！⑧＝②＋⑤ 
物損発生件数 閉じ込め件数 物損発生台（補数正値）

有 1,562(37.9%) 399(25.5%) I 6 1 7 (1. 5) 4 

63l(24.i%) I 1,212(28.296) 
無 2,554 873(1.4) ， 
有 218(9.0%) so(36.7%) 1 109(1.4) 

゜879(40.0%) ・ 1 
1,422(49.4%) 

無 2,198 1,545(1.7) 16 

有 1,780(27.2%) 479(26.9%) I 726(1.5) 4 
2,634(36.7%) 

無 4,752 1,510(31.7%) 2,418(1.6) 25 

有 1,972(36.8%) 170(8.6%) 266(1.6) 4 

無 3,392 297(8.8%） | 401 (1.4) 

゜
478(8.9%) 

有 139(6.0%) 11(7.9%) 190.7) 

゜無 2,155 442(20.s%> 1 7200.6) 

゜
494 (21.1 %) 

有 2,111(27.6%) 1s1< 86%) I 265(1.6) 4 
972(12.6%) 

無 5,547 739(13.3%) 1.121(1.5) 

゜有 11.223(35 6%) 521 (4.6%) 673(1.3) 19 

無 20,266 387(I 9%) 554(1.4) 38 
910(0.03%) 

有 1.860(9.9%) 111c 6.3%) I 145(1.2) I 
1,0邸(5.8%)

無 16,841 964(5.7%) .. 1,403(1.5) 65 

有 13,083(2.8%) 638(4.9%） | 818(1.3) 20 
1,998(0.4%) 

無 37,107 1,351 (3.6%) 1,957(1.4) 103 

地震感知器装偏率
地震感知器有無別の 1物損発生1台当 （物揖発生台数比率）

物捐発生台数比率 たりの物損件数 （補正値）

R"'"③ I ⑤+R  | ⑥＋⑤ | ⑧＋① 

（建築設備 '95-11) 



表4.6-10 兵庫県南部地震のエレベーター被災状況

，町，J付il父：近畿地（メにおいて(!'!!.'fエレペータ協会会ilが保'・l契約している乗Ill.人r.:m1.衷台nlエレベークーで．平成1年 I/117 
Iliul:Cl)Jt卜1叫 Itj部廊笈によるI皮，1fd)fl数 (Ii,1ー復でiU数カウント）。
但し．仕物彼．りが↓L人なため油代できないエレペーターを除外している。

h Ill Ifi II 
~11 Ji tli k)l(！,！ （餘神西liJ 近塁地区（除印Ii県）

新ik対応 lllik小応 Iヽヽ：tt りiiL；対応 lllil木it; 小 it 新il対応 II Ii)：A応 lヽヽ JI

I J,J伽ll位Iiエレペークー合数 4,116 2,4 1 6 6,532 5．諏 2,294 7,658 31,489 18,701 50,1りり

1 をi-．撻．M(:OJIJ勅． り、:!f1．載lil 72 213 285 5 35 40 12 62 14 

2 制御岱叫J：併．破lii I ? 47 64 II 12 26 6 28 34 

J Jfパt-U)り／：H,側II 2 2 I 
9 -•一 —- •—’—--

I 5 5 10 

: a)外れ IU 3 13 3 3 13 ， 22 ,i jィ・／9』ープ ト

I ＇ I I))，;IUIり． Illみ． llM 59 45 104 IS 25 40 77 177 194 
● 9 ■ 正•―,＿. -9, •一9, I.— -

: a)外It l II 12 I I 2 8 10 18 5 1iパt-Uープ
＇ ＇ ! b)、;IUIり， 1hみ， Ill傾 130 169 299 71 判 170 285 150 415 

6 l:tM屯I,"... ーンlli~）外れ． Ii1“ 3 l 2 凶 8 2 10 I 12 l:l 

: a)殷レール 131 256 387 66 133 199 83 332 4 15 7 'l I)合おい） ， 
: b)砂りプUックの設沿． i/iト・ 23 40 63 ， 15 24 6 12 18 争ー ・，・

8 かごd)駁レール ， 8 17 7 ， 16 2 27 29 

: a)かこ、Ill 13 20 氾 8 7 15 3 I 4 
り ガイドレールU)変影 : b)つり合砂I)釧

鴻 116 154 29 5,1 83 12 22 J.I --・ I I― 
10 レールプうケッ 1•1/) : a)かこ創 ， 4 13 2 2 3 I 4 

及•I; ＇ I I i b)つり合じしり側 28 25 53 26 16 12 19 4 3 62 

I I .fンカーポル I・ll)j/(1/111し 4 8 12 4 19 23 

: a)かこ開 33 12 45 12 25 37 10 13 23 
12 ガイドシュー0)変影，

: b）つり合叫り111 98 167 265 4 7 81 131 57 173 230 ． ．．． ー• I - -- ． . 
1:1 會r ー ル）ール 1'U)•; l .uw. UJ9, 1ilM，り）断 IIMI IH 118 鴻 24 62 5,1 22 76 
•一 ·C • - ．-l ■,＿ ＿．．．．-- --- ．． 
1,1 ！日nf9 ー プ． ,f· ょーンUJり1•4l！り ， MJ9. Itl傾 35 IO 45 II 8 19 21 28 55 

15 "J.tールテープ0)りhUIIJ,t/11,,lil偵 15 31 46 4 16 2U 22 30 52 

16 9/．9琉・ピットl'i撻叫即）殷沿，沿卜．，破Ill 68 73 141 34 36 70 12・1 59 183 

17 的 1:•IL,） IJ}：応饂．裕卜．．般Ill 13リ 81 220 37 21 閲 1,1 14 28 

IK t,,こ．f．Ij• こ・ ド T. Ij•ご1が．や）変I;． 績lil 57 訊 115 2:i 
ーー ・-------■9●●● T ● 9 l • —一l • 一-

16 3り 28 63 り1

19 かご1’1椙凶d)れ裕，ffll!I 10 3 IJ 3 l •I 5 II 16 

2ll かご I·. ドn•ぷ0)敲！il 59 ul 119 37 33 70 71 46 117 

21 ,，.，ーユニフトの1凶． 1、：仇般1il 13 13 2 2 

22 パリーユニット（？ンク）よりU)hll砧ll.こIJ'll II 8 49 26 . 7 33 4 15 19 

: a) [lI祉il II I 12 4 4 2 J 5 広iilJII・忙i?
•ー・

I I i b)釧II.疫杉 3 I 4 I I -’書ー一
2•1 ゾうンジャーd)IIii:i．りi倒． IIlIがり 2 2 4 2 I 3 

小 i l• 
．． ー.--

1,261 1,4り2 J.,753 SI 3 陶 1,2t3 958 1,329 2,287 

25 11は'ii.M9UJW)1:,t•3U))illh. ik・ドによる桟松U)lilu 28 7 J5 7 I 8 10 4 l.I 

（建築設備 '95-11) 
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(6)防災設備

防災設備全体からみれば他の設備に比較して、設備被害率は低い。防災設備の全体の

調査資料を入手していないので確たる値ではないが、筆者は設備被害率を15％程度とみ

る。神戸市内の震度7地域での推定では、これの値からみると50％程度とみており、大

阪市内では5％弱程度とみる。この防災設備での設備被害項目として、被害が平均的に

みて大（25％程度以上）であったものは、消火用補助水槽の本体、本体内部、本体周辺、

ついでスプリンクラーヘッドの本体破損（主に天井材の揺れによるもの、家具ロッカー

が直接当たったもの、防火扉が開閉して当たったものなど）である。被害が中程度 (20

％程度前後）であったものは、配管の損傷（水槽周辺、主管から分岐した細もの枝管、

スプリンクラー端末の巻きだし管が天井材落下等によって生じたもの、地中埋設・建物

導入部など）である。建物内で非構造壁の変形や脱落によって配管の亀裂やフランジ部

からの漏水もあった。排煙設備の排煙口の機能不能や脱落（主に天井材の変形や脱落に

よる）、排煙ファン前後のキャンバス継手破損があるが、被害率として10％程度（小～

中）とみている。 灘築設備 '95-10) 

(7)引込・屋外設備

建物引込・屋外設備についての被害は、重点被害地域で109事象、その他地域で21事

象合計130事象である。重点被害地域109事象の設備種別を、図4.6-10に示す。

空~.';lt~I

ぶ [3"/1()

図4.6-10 引込・屋外設備被害事象（重点被害地域）

重点被害地域では、給排水衛生 ・消火設備への被害が87％と大部分を占めている。電

気設備の被害事象は10％であり、電気配管の破損などがみられる。空気調和整備は3%

と少なく、屋外機の転倒や移動などが被害事象としてみられる。

給排水衛生 ・消火設備の被害事象についてみると、 44％が引込配管の破損に対する被

害である。また、排水桝の破損の被害事象が34%、受水槽の移動、破壊などの被害事象
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が22％である。配管に対する被害は、給水管、排水管及びガス管に対するものである。

これら被害事象の原因は、殆どが地盤沈下によるものである。通常、地盤沈下の恐れが

予想される地域では、配管類に対して沈下対策が施されているが、それは長い時間をか

けて徐々に沈下する場合には有効に働いている。しかし、今回の地震では、地痕の起き

ていた非常に短い時間で建物と地盤に相対変位が生じており、それによって配管へ加わ

る力は大きくなったことが想定され、沈下対策が有効に働かなかったことが考えられる。

また、沈下量そのものが、想定沈下量を上廻る建物もみられている。

その他地域での被害事象は、全て給排水衛生 ・消火設備に対するものである。その被

害事象は、配管への被害事象が殆どを占めている。その他、受水槽の破損、傾きなどが

数事象みられている。 健築設備 '95-10) 

今回の地震が直下型であったことと神戸の立地条件により、地盤沈下と地層の液状化

による被害が数多く発生している。

特に新しい埋立地は、上記の被害が著しく、地中管路の欠点がクローズアップされた

格好である。

架空引込については、・引込柱の倒壊 ・傾斜によるケーブルの損傷があり、架空メッセ

ンジャーの引抜け破断も発生している。地中引込ケープルは、絶縁測定で正常値を示し

ていても内部に被害を受けている場合があるので点検を怠ることはできない。

引込ハンドホール内部に液状化による土砂が流入して埋めつくされ、地下階の漏水・

浸水という二次的被害につながっている。

今後は、引込口のフレキシブル化による地中引込ケープルの損傷を受けない配慮が必

要である。 （建築設備 '95-11) 

(8)まとめ

以上の建築設備の被害状況を全体的にまとめると以下のようになる。

1) 建築設備の被害は非常に広い範囲にわたっており、建物そのものの倒壊・破損と密

接に関連している。

2) 被害が特に多かったのは衛生設備や空調設備などであった。前者では、高贋水槽な

どの水槽や給水系などの配管に被害が集中していた。水槽は建物による応答増幅によ

る落下 ・損壊が、配管は相対変位による破断などが原因とみられる。 一方、後者の空

調設備などでは、ダクト、配管、 空調機本体やパッケージ、ボイラー冷却塔など広範

囲の部位が損傷している。

3) 電気設備については、 トランスなどの機器の移動や転倒、照明器具の落下・破損が

多かった（写真4.6-1参照）。
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4) エレベータの被害については、（社）エレベータ協会の調査に詳しく報告されている

（「エレベータ界」 1995年 7月号）。それによると、近畿全6府県を通して約9％の

5,600台に何らかの被害があった。このうち約700台は建物の崩壊などにより修復不可

能であった。神戸市内に限ると、保守契約をしている約7,200台中37％の約2,600台が

被害を受けた。特徴的な被害形態はカウンターウェイトの脱落 ・脱レール、ガバナー

ロープ・メーンロープの外れや損傷、ガイドレール ・ガイドシューの変形、ウィンチ

やモータの転倒・移動などであった。 写真4.6-2はカウンターウェイトの脱レールを示

している。

5) エスカレータの被害は、兵庫県全体で約600台報告されている。液状化やスプリン

クラーヘッドの損傷による出水が原因となる冠水160件ほどあった。そのほか、欄干

やトラスに損傷がみられた。

6) スプリンクラーのような建築二次部材にからむ被害は、天井や扉などとの衝突など

二次的に被ったものが多い。

7) 全体的に新耐震設計基準適用の昭和58年1月以降に竣工された建物内の設備は被害

が軽微であった。エレベータの例でいうと、神戸市で適用以前の建物内の被害率9.4

％に対し、適用後のそれは28.2％であった。

8) 免幾工法による建築物内の設備や免震床上の設備の被害はほとんどなかった。重要

設備の免震設計の重要性が浮き彫りにされた。写真4.6-3は免震効果が顕著であった神

戸市のWESTビルの積層ゴムと鋼棒ダンパーからなる免震装置であり、写真4.6-4は某

銀行のコンピュータルームの免震床の滑動軌跡である。
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表4.6-11 営繕施設応急被災調査判定集計表（機械設備編、

紺在対象施設65件

その 1)

項 II

楊水ポン
給水ユニッ ト

58 

給

水

設

備

受水タンク

58 

ロ
被 災 内 容

D 
----~ - LL ＿ふ寒

高此タンク

54 

屋内配管

65 

屋外配管

64 

排

水

設

備

屋内配管

郎

屋外配管

65 

給

沿

設

備

給湯ポイラー
貯湯タンク
循環ポンブ

24 

配 管 類

消

備

24
ク
ク
ク
ク

ン
ン
ン
ン

タ
タ
タ
タ

化
水
水
力

消
充
呼
圧

_

―

―

―

―
 

-A
-
B
-
c
-D
-
A
-
B
-
c
 

49 
化1カII 圧
送水装既

設

配 管

48 

類

52 

9ビ該紐紐蘇が迫楓免輝：と這繹涌紐応緑：：こ：：：
． 1！冥患続遥転が可能で炉
-ても継続使財ヵ羽韻釦ざ ・り替えーが必弱であーる

｝託恐固定至―匝緩み浪招ガ湧ある亙湧杭便厘枢戸包涌；笈厖る:::::::::::
のひぴ割れで少且の蘭水があり基礎も損偏しているが応急．ー処政i：：ぷり謎
可能である
一体ーの脱落．―転―国王だほ破壊iこ―より積詠-ヵて暑じ<“雌続？更用が困難で販り一替え

5 I 8.6%が必要である
A 36 66.7％し
-B―ーーが――ぷt8 ] ?. ンカ-:..―和的畜涌f定一金真b5緩ぶ脱蕗があ~{>:;i,)直｛如用ーが可能であ―る:::::::::::
℃--—……… ーダジグ蔀りがめびが虐fjれで沙1位）甜永→がおり一基礎ーも｝雌礼―t恥ーるが面慰処政iごより迫
6 I 11.1% 続使用が可能である

-b--r---- - -- ---—ーダジグ本仕：ーの脱据．了。転向至だほ破迪i：：ーより一甜永・カ、著し― <`“'tt吏用が困難で取り替え
10 I 18.5%が必要である

A 33 50.8ぺ耳し:Bこ通： ：i亙抜褥き＿手―一支持釜板坂級ーカ湧送が扉藉｛更眉が可能ておるー…………………
:t:J:tttJt§裟配 ＠’ 傷！こよゑ僅かーな面水がーあるが応急処匹ーで墾続便用h・市可能だあーる―::::::::
D 6 9.2ツ 配 の損 が著しく応魚処骰では継続吏用が難で t妙に損によぢ被毬み壌逸~-

_A_.Ltも g§区 --_、上ーし--------------------------…… …………………------
B 7 10.9％パルプポックス．メーターポックス等の浮鹿沈下がある
℃::没L[~ぶ8％ 建物入ーの一給泳管引き込ーみ蔀谷ピ破"th力屯あるーが応急巫屈ごぷり樋続便用-が可能であ-る
-b------------― 液状化現―象：―地廷沈下等iこよti配管ーの損9面が著し<-継税9史ー用が困蛭セ-夭浅模な補―作・
11 I 11.2ツ

A 42 64.6皮------------． S弓‘と、ご—- - -----• - • ---------------- -- ------------------------
B ill 
℃.T'l"Ti l紐％据き毛支持金物の級みがあるーが艇続使用が可能てある----------------------7 -b―〇---0 - -- - -10.8災配 t澳＿ rょ亙饉かな袖水があるが応急処筐で継続使用が可能である5 7.7ツ配 の損 ー尿著しく応一急延趾では一継続便用が困薙で廷伽：：ー水禎iこよる破―こがぇ；-

.t... L.i1.. L.?邑3ぺ＇戸、、上--------------------- - ----- - -··- - - - - - -- -- ····-····-……~
B 10 15.4％食所等に僅かな浮陸1 沈下があるが継続使用が可能である
℃.. r....------ 地廷託下-のfこめ廷物ぷりめ排水咽湧t―りだじ部分lこ破損があーり話．急処―穀1：：ーより紺税9史
20 30.8％用が可能である-------------------------------------------・---------

D 液状化現象 地盤沈下等により配管の捐｛Uが奢じーく紺税使用ーが困姪ぞ夭現禎石補B;
14 I 21.5% が必要である

A。 -l_~.L.?1,?~ Jjl.lj 、し
16.7% ………… [:.t:~A~ ------

---------B 4 アンカーポルト等固定金具の駁みー脱禄があるが絹続使用が可能であ~{>:: :::::::::-----------------・・・-----・-・--- ---・-・---C タンク部材のひび省flれで少位の面水があり基礎も捐傷しているが応急処既により祖
4 16.7％続使用が可能である

・o・T… …ー．—- ーボーイ声ぅ二．Tタジクで）・転面注だほ破~喰i：：ーより油詠ーが著し:<.紐続i吏用が困難で販り替え
3 I 12.5ツが必要である
_t5_ -62こ5裟 ー一豆ーし一
↓---4:2％継ぎ手;:一支持釜物の疑ーク焚あ菱が阻蒻便爾が可能である：：：：：：ー：：：：：：：ここここ
4 16.7％配管の損傷による僅かな漏水があるが応急処設で組統使mが可1臼である
4 16:7ダ 配ーーの―損―ーーが;1し―<'it:――----------------- ^--…IWt:b:{>:~::::… 

ヽ…処では絹 用が難で l に aによる・がる
-31--75:7%― 披ローーし---・-・-----・・・・・・
§---19二2袈 f／ーカごーボ！豆匂固定金共の緩み―務屍極裂祖崖匝厘が河槌笈極るこ：：：：：ここ

タンク部材のひぴ割れで少量の湖水があり基礎も損傷しているが応急処屈により継
5 I 10.2%続使用が可能である

・o--r---T------ーダジグ本一体ーの脱蕗．ー一転面蚕だほ―破壊i：：ーより祖［水ーが著しー<-継穀使用が困難で販り替及
2 I 4.19 が必要でる

A I 44 I 91. 7% 被．し
准： ：iここ9謀船虹::l這鯖靭該咽雌釦噸絞該：：ー：：：：：：…………
C 2 4.2％り噸送水；肛に損傷があるが応急．処骰により絹続徒用が可能である:::::::

“----

b--1・ー］：i夕加圧送水装釦廷債等lごよ雌i(0が箸じ之ー麻続面I訟困難―でI四科えーが必弱であ―る
A 36 69.2ベ_.L.~~.L. !5il,?~ J ~~~‘ーしー ー・ーー・------・・・・“・・・・・・・・--・--・・-・-
-B---2--ーーを8絞 殿ぎ毛支持金物の緑み力棧あるーが艇続使用が可稲である:::::::::::

・・・・-・・--・ 

C §-- 9.6％ 配管の損―偽による僅かな漏水があるが応急処醤で謎続便用―が司能である―--------
D 9 17:3炉 配 す）ーローーがごし-at.：．一没遁iでは一謎続―ー用が困難で＿― -i：：-*tniこぷる被―ーーカ1――る―-

（空衛 '95-10) 

-142 -



く参考＞

表4.6-12 営繕施設応急被災調査判定集計表（機械設備編、 その 2)

．．し害無し
腋丞§・こ咲計汲輯l丞湧祝和湧谷屍極叙項崖便躯立暉てあるこ：ー：：：：：：•
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砂仁和汀輝蜂鵡鯰麟釘ぢ沢瞑鯨鴨であーぷ………

1 | 5 | 13 9丁i能である原動擬，溌直，―-制御面輝，詑晉甜貨傷ヵーふ、も怨遠iごぷ直細直紐-o--r ----r -------1 r,;tJ.ii簸，― •発祗祓，― -ii御盈了補級のltugi：著しーぐ夭規楼補―'ーが必弱で紺続1i]liがIM難
36 I I 3 I 8.3ツである

注）被災度判定については次の方式による。
調査施設毎に各項目についてA, B, C, Dによる判定を行い，
骰き換えて平均点を求めて平均点が3点未満の場合を大規模被災，
点を被災なしの判定を行った。
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A=5点 B = 4点， C=3点 D=l点の数値に
4点未満の場合を中規模被災． 5点未満を軽微． 5 

（空衛 '95-10) 
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写真4.6-1 照明器具の落下 写真4.6-2 エレベータ用

カウンターウェイトの脱レール



ー

写真4.6-3 積層ゴム免震装置と鋼棒ダンパ

写真4.6-4 ポールベアリング式免震床の滑動軌跡

-145 -



表4.6-13 建築設備の被害状況（その1)

分野 設備名 被害箇所 被 害内容 原 因 対 策 文献 No.

建築設備 笥力弓l込設備 架空引込用朽tングr 引抜け／損侶 59 

地中引込ケーブル せん断 59 

引込ハンドポール 沈下 ・移動、土砂詰まり 地盤沈下、液状化 59 

引込柱 倒楼 59 

受変電設備 オ•7万電気室の重飛物（変圧器 ・ 移動 ・転倒 59 

Jンデンサ ・開閉器等）

屋上キューピクル 移動・転倒 59 

変圧器防振ゴム 破損 59 

キューピクル基礎 破損・ボルト抜け 59 

モールド変圧器 破損 59 

受電奎の建物 損壊 47 

地下受電奎 没水 47 

受霞室内 地割れが発生、段差が発生 47 

基礎部 破損（アンカーポルト切断 ・抜け、基礎JンクIJ-卜の破損、 47 

架台の変形）

架空電線路 支持物の倒壊、座屈傾斜 47 

地中帽線管路 捐低．ケープルの切断 47 

キューピクル甚礎地盤 沈下又は基礎工事不備に伴う倒壊．傾斜 47 

キューピクル扉 flll閉不能 歪等 47 

変圧器基礎ポルト 破損、固定不備のため転倒、傾斜 47 

変圧器プッシング 破損 母線からの応力 47 

屋内配線 建物の俄壊に伴う損壊、絶緑不良 スブリンクラー動作 47 

発電機設備 始動用蓄電池盤 転倒 59 

発霞機盤 転倒 59 

燃料タンク・冷却水タンク 移動 . 59 

補機類 破損 59 

煙道の耐火レンガ 崩壊 59 

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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表4.6-14 建築設備の被害状況（その2)

分野 設備 名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献 No,

建築設備 菩電池設備 架台に接する末端・電槽 破損 59 

キューピクル収納架台 破損 59 

本体 破損 雹槽IUIのスペーサ不良 ： 
59 

監視盤設備 配線 破損 59 

操作卓 移動 59 

監視盤設備建屋 湧水による被害 59 

幹線設備 金属ダクト 分離・変形 59 

配管 バイプ外れ 59 

ケープルラック 吊ポルト外れ 59 

リモートステーション 移動・破損 59 

バスダクト 変形 59 

防火区画貫通部耐火材 剥離 59 

動力設備 動力盤 転倒 59 

ダクト・ラック 被害 地盤沈下 59 

屋上露出配管 移動・転倒 防水のOO係で囮き基礎施工であったため 59 

配管 引抜け・プルポックスの破損 59 

電動機 損炭、浸水 47 

電灯Jンtント・ 埋設蛍光灯器具 離脱 59 

照明器具設備 システム器具 離脱 59 

埋込ダウンライト 雌脱 59 

バイプ吊 ・チェン吊 破損 59 

プラケット器具 破損 59 

シャンデリア器具 離脱・破損 59 

器具 落下、破損 . 47 

弱電設備 自動火災報知器 感知器の脱落 S9 

スビーカー 脱落 59 

防火戸の電気鍵 破損 59 

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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表4.6・15 建築設備の被害状況（その3)

分野 設備 名 被 害箇所 被 害 内 容 原 因 対 策 文献 No.

建築設備 弱霞設備 アンテナ 転偵 59 

電気時計 脱落 59 

ITVカメラ 脱落 59 

その他設伽 エキスバンション部 破損 59 

建屋 液状化による浸水 59 

OAフロア機器 移動 59 

スプリンクラ 破損による水害 59 

外灯 転倒、移動 59 

空調設備 冷凍機、冷温水機接続配管 破損 防振スト，／＼・-破断により、基礎からずれたため 60 

（機器） 冷却塔本体 座屈、内部配管 ・仕切板の破損 基礎傾斜による 60 

冷凍機内部 充填材支持部での歪、破禎 60 

ポイラ接続配管 破損 ポイラが基礎からずれたため 60 

ボイラ給水ポンプ姻り 配管．油配管などが破断 60 

ポンプ用防振架台 捐傷 60 

空調機接続記管 破損 空調機が基礎からずれたため 60 

空調機吐出キャン1¥・項継手 脱落、破れ 60 

バッケージ型空調機 転倒、 前面カバー脱落 60 

パッケージ型空調機防振ゴム、 脱落 60 

酎震ス トッパポルト 60 

床置型ファンコイル 転6 60 

天井吊型77刀イ肋切卜型I¥・ネ）V ずれ 60 

天井埋込型ファンコイル 配管 ・ダク ト接続部の破損 60 

排気ファン防振装骰 防振ゴム外れ 60 

排気ファンサクションヘ＇ーン用シャ7ト 曲がり 60 

ファン吹い込み短管 脱落 60 

エアコン室外機 基礎ごと移動し、転倒。転倒による冷媒配管破損 基礎部が屋上ス97.Jンクリートと一体化されていなかった 60 

空調設備 ダク ト受けアングル（吊りがルト共） 脱落 60 

（ダクト・配管） ダク ト 座屈、 及び脱落、つぶれ 振れ止めがなかった 60 

天井取付器具類 ずれ及び脱落 60 

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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表4.6-16 達築設備の被害状況（その4)

分野 設備名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献 No.

建築設備 空調設備 排煙給気口 壁の崩壊により座屈 60 

(9・クト ・配管） 配管吊りボルト 曲がり 60 

支持金物吊りボルト ずれ 60 

屋上配管用受け架台 基礎ごとずれ．記管破損 60 

屈上横走り配管 ずれ及び蛇行 60 

衛生設備 受水檜 コンクリート基礎部不等沈下、ずれ、 アンカーボルト破断による 60 

バネル接合部漏水及びパネル((I裂、接続配管破損 60 

高架水栖 側板 ・上板破断 60 

バネル接合部漏水及びバネル亀裂、ずれ アンカーボルト破断による 60 

給水引込み管 破損 地盤沈下 60 

埋設散水栓配管 破損 地盤沈下 60 

各給水配管 建物際、引込み部分にて、せん断破壊 60 

排水設備 配管 建物内堡貧通部付近で漏水 60 

器具廻り配管 紺水及び破損 60 

屋外配管 無勾配．逆勾配及び配管 ・破損 液状化等に伴う地盤不等沈下 60 

会所桝内 土砂流入、桝閉塞、崩壊、内部割れ 液状化等 60 

下水道設備 一部の雨水幹線 側壁の崩援や倒壊、スラプの破損 62 

ポックスカルバー ト 破損 62 

幹線管きょ 地下鉄の上部地盤陥没による破断、シールド 62 

二次覆工のクラック

マンホール 地盤より突出 基礎地盤や埋戻し材の液状化により管きょに 液状化対策 62 

浮力が生じたため

近傍の配管破損 管きょとマンネ・ルの動きが異なるため．マンホ・いとの 破損防止や被災後の機能維持のための対策 62 

接続部に応力が集中した

円形プロックの割れ、側塊のずれ 62 

伏越し、雨水吐き及び吐きロ 埋立地で多くの被害が発生 地盤の液状化やこれに伴う側方流動 液状化や側方流動対策 62 

17~-泊ンクンク流入水路 不同沈下、またはこれに伴う配管の切断． 地盤の液状化 62 

基礎の露出

雨水放流きょ、簡易処理水放流きょ 伸縮継手部破断と大きな開き 側方流動 62 

※）文献No．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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表4.6-17 建築設備の被害状況（その5)---・-- 響• 9 - - -言• ~ 

分野 設備名 被害箇所 被害内容 原 因 対 策 文献 No.

建築設価 消火設備 ボンプ廻り フレキシプル継手の盃 60 

消火栓ポックス 扉が開き、ホースやノズルが散乱 60 

壁埋込み型消化栓ボックス 変形し、扉のrJ11閉不能 60 

スプリンクラーヘッド 破損と水害 天井材の揺れによる 60 

消火設備 スプリンクラ巻出し管 曲がり、破損 60 

建物エキスパンジョイント部 配管破損 60 

消火横走り配管 漏水及び破損 60 

外部埋設配管 破損 地盤沈下等 60 

ガス設備 引込み配管 建物際で破損 地盤沈下等

器具廻り 接続配管が破損 器具の移動、転落、脱落

屋内配線 建物の倒壊に伴う捐壊、絶縁不良 47 

絶縁不良 スプリンクラー動作 47 

※）文献Nu．は表4.1-2～表4.1-4のNo．による
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